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様式ア 

事 業 計 画 書 

【注意事項 】 

 １部あたり 50ページ程度を限度に作成してください。 

 

１ 運営ビジョン 

(1) 地域における地域ケアプラザの役割について 

地域包括ケアシステムの推進や高齢者、子ども、障害者支援の視点を含めて地域ケアプラザの指定

管理者として行うべき取組を具体的に記載してください。 

地域ケアプラザは、市民の誰もが地域において健康で安心して生活を営むことができるように、

地域における福祉活動、保健活動等の振興を図るとともに、福祉サービス、保健サービス等を身 

近な場所で総合的に提供する役割を担っています。このことは社会福祉法人秀峰会（以下、「当法

人」）の法人理念である「地域社会との交流を通じて、あらゆる人が支え合って共に生きる地域連帯

の実現」とも合致します。 

 

【地域包括ケアシステムの推進】 

地域包括ケアシステムの構築は、地域ケアプラザが担う主軸の責務です。これは、高齢者が可能

な限り住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けるために、住まいを中心に、介護、

医療、生活支援、介護予防が一体的に提供されることを目指しています。「横浜型地域包括ケアシス

テムの構築に向けた南区アクションプラン」においては「介護予防・健康づくり」「生活支援の充実」

「在宅医療・介護連携」「認知症対策」「介護・権利擁護」の５つの分野毎に取組みを進めます。 

 

【地域ケア会議】 

 高齢者個人に対する支援をより充実させると同時に社会基

盤の整備を進め、地域包括ケアシステムを着実に実現してい

く上で有効な手法として「地域ケア会議」があります。複数の

個別レベル地域ケア会議を土台とした包括レベル地域ケア会

議では、地域の医師・薬剤師・介護サービス事業所等の参加も

促し、地域の自治会町内会や福祉保健関係者との橋渡しを行

うとともに、様々な立場の人が関わる事により広い視点で地

域課題の把握・検討を行います。 

  

【地域福祉保健計画】 

南区地域福祉保健計画「区民の情（こころ）が生きるまち南区～様々な個性や価値観をもつ住民

一人ひとりが地域とつながりを持ち、共に支え合い、健康で自分らしく、安心して笑顔で暮らせる

まち～」の基本理念に沿った活動の中で、地区社会福祉協議会及び地区自治連合会の取り組みに策

定段階から参画することは、地域ケアプラザの重要な責務です。行政とも協働し地域福祉保健計画

地域ケア会議 
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の推進に取り組みます。定期的に開催される地区懇談会では、地域の問題抽出から改善の為の活動

を検討し、地域で行われている活動を振り返り、修正等を行いながら進捗状況を把握しています。

地域福祉保健計画が地域主導で活動できるよう区役所と関連地域活動団体との連携により地域の活

動を支援します。 

 

【地域支援の三本柱】 

地域ケアプラザは地域福祉・保健活動の拠点として、地域ニーズ・地域課題の発掘と、これを踏

まえた事業展開・情報発信などを継続的に行い、地域・関係機関と連携した取り組みにつなげ、地

域福祉保健活動の円滑な推進に貢献しなければなりません。 

「高齢者支援」「子育て支援」「障がい児・者支援」を地域支援の三本柱とし、それぞれ偏ること

なく事業を展開することで地域支援の幅を広げ、地域の諸団体等との連携を進めるとともに、各支

援活動の中から新たな地域福祉の担い手発掘とその育成に努めます。 

また、福祉・保健の総合相談窓口として役割を果たし、地域住民の視点に立った身近な存在とし

て気軽に相談できる地域ケアプラザを目指します。貸館利用については、利用団体の登録を広報誌

等で呼びかけるとともに、地域のニーズを把握しながら自主事業を開催し、参加者自立の展開を促

し、登録団体として活動できるよう自立化を支援します。 

 

【高齢者支援】 

高齢者支援において地域ケアプラザは「身近な相談窓口」「介護予防」「地域ネットワーク」「権利

擁護」といった４つの役割を果たします。地域の方々が安心して暮らせるまちづくりを推進するた

めに、地域ケアプラザの各職種が持つ情報と専門分野の知識を活かして、地域における支えあい体

制の確立を進めます。要支援者が必要としている支援を得られる為の情報収集にも努めます。 

 

【横浜市チームオレンジへの取組み】 

認知症施策推進大綱において、全国の市町村で認知症の当事者

と家族のニーズと認知症サポーターを中心とした支援をつなぐ

「チームオレンジ」が整備されています。横浜市においても認知

症施策推進計画に位置付けられたチームオレンジのコーディネ

ート機能を当地域ケアプラザでも担う役割があります。認知症の

当事者が参加しやすい環境づくりや見守りサポート体制づくり

に寄与するため横浜市チームオレンジに率先して取り組みます。 

 

【子育て支援】 

積極的な子育て支援も当地域ケアプラザにとって重要なポイント

になります。出産前、出産後とつながっていけるよう自主事業を展開

し、子どもの成長に合わせて参加できる体制を作ることで、孤立しな

い環境を提供できるよう進めます。 

 
子育て広場 

認知症カフェ 
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地域子育て支援拠点との連携においては、地域及び南区内の子育て団体と連携し、サークル活動

の支援や紹介活動に努め、「子育て支援者による子育て相談（子育て支援者事業）」等の活動を支援

します。 

 

【学校との連携】 

未就学児の子育て世代に留まらず、小中学生や高校生との関わり

も深めていきます。この世代は支援される側と支援する側の両側面

をもっています。学校との密な情報共有を図りながら子どもたちに

必要な支援を提供しつつ、子どもたちのボランティア活動や地域づ

くりへの参画も促します。 

中村地区社会福祉協議会、民生委員児童委員、地域の子育て支援

者と連携協力をして活動支援に努めます。また、圏域内の平楽中学

校の部屋を借りて、ケアプラザの事業を開催する等、学校との連携

を行います。 

 

【障がい児・者支援】 

地域ケアプラザは、障がい児・者支援等の身近な相談窓口として

専門相談機関や行政等関係機関と連携し適切な支援につなげられる

ことが求められます。自主事業や会議など地域における様々な場面

での情報提供や周知活動を通して、気軽に相談いただける環境と関

係作りを進めます。地域活動ホームや障がい者作業所との関係性も

強化し、包括的支援体制を確立していきます。 

 

さらに、圏域内にある障がい者作

業所のパン出張販売会を毎月定期開催する等、障がいのある方や支

援者、地域住民との交流、情報交換の場を設けることで、様々な課

題を把握し関係機関との支援ネットワークを強化します。 

「障がい者の人権擁護」研修や人権啓発研修に積極的に受講する

など、常に最新の情報を入手し適切な対応ができるよう自己研鑽に

も努めて、誰もが地域において健康で安心して生活が営むことがで

きる地域づくりを目指します。 

 

【持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）の視点】 

横浜市ＳＤＧｓ未来都市計画（2022～2025）では、あらゆる施策においてＳＤＧｓを意識して取

組み、環境・経済・社会的課題の統合的解決、社会経済活動と自然が調和した地域づくりを進め、

新たな価値や賑わいを創出し続ける持続可能な都市を目指しています。地域ケアプラザも「すべて

の子どもの未来を創るまちづくり」「誰もがいきいきと生涯活躍できるまちづくり」「災害に強い安

全・安心なまちづくり」において、2030年までのゴールターゲットに向けて取組みを進めます。 

七夕フェスタでの中学生

のボランティア活動 

障がい児余暇支援事業 

みんなで遊ぼう音楽遊び 

作業所パン出張販売会 



- 4 - 

 (2) 担当地域の特色、課題及び将来像並びにそれに係る取組について 

  地域住民や関係者と連携・協働して、情報取集及びデータ分析等により、地域の特色や魅力、課題

を把握できる具体的な計画を記載してください。 

上記により把握した課題を地域において解決するため、また魅力をより発揮するための関係団体

等との連携方法を具体的に記載してください。 

 中村地域ケアプラザは、中村地区を担当します。 

【中村地区】 

 中村町一丁目、二丁目、三丁目、四丁目、五丁目、八幡町、唐沢、平楽、山谷の町内に１８自治

会町内会で構成されています。 

徒歩１５分～２０分圏内にＪＲ石川町駅、横浜市営地下鉄阪東橋駅、京浜急行黄金町駅などがあ

り電車や車を使える世代には交通の便が良い面もありますが、高齢者等にとって徒歩での移動には

高低差のある地形が支障になっており、丘陵地エリアのバス便も減便されつつあります。中村地区

の高齢化率は横浜市内、南区内の平均より高く、特に独居高齢者が多い特性があります。地域の活

動は、各自治会での夏祭りや縁日、お神輿等が毎年開催され、高齢者や子どもを対象とした事業な

ども活発に行われていますが、担い手不足が課題としてあります。外国籍の住民の増加等により自

治会町内会加入率が低下し、自治会町内会での活動や地域情報を知る機会が減り、高齢者や子育て

世代の孤立が課題としてあります。 

 

【取り組むべき課題】 

認知症の問題を抱える方や詐欺被害などの問題も増えていることから、見守り支援や元気な高齢

者の集える居場所の創設、後方支援などに取組んでいきます。生活支援体制整備事業を展開し、新

たな協議体の設置も進めます。世代を超えてすべての人が支え合う地域連帯を未来につなげる体制

づくりを確実に進めていきます。 

 

【関係団体等との連携方法】 

地域ケアプラザには地域福祉・保健活動の拠点として地域ニーズ・地域課題の発掘と、これを踏

まえた事業展開・情報発信などを継続的に行うことが強く求められます。また、その活動を地域・

関係機関と連携した取組みにつなげ、地域福祉保健活動の円滑な推進に貢献していくことが重要で

す。 

 

【見守り体制の構築】 

誰もが安心して暮らせるよう、ゆるやかな見守りを大切にした各自治会町内会の見守り活動や、

区役所や民生委員と連携した「ひとり暮らし高齢者等『地域で見守り』推進事業」をマップ作り等

で支援していきます。 
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【集いの場への支援】 

地域ごとのサロン等の「集いの場」の運営を支援します。また、各

エリアでの出張講座等を積極的に開催し、自治連合会全体で相互に

情報共有し、各々が抱える課題解決を進められる機会を作ります。 

 

【地域の担い手の育成】 

民生委員エリア会議や地区老人クラブ連合会、友愛活動、保健活

動推進員会議などの地域活動にも積極的に参加し、あらゆる場面で

地域支えあい活動支援の新たな担い手の発見に努めます。また、ボランティア講座等を開催し、地

域活動やボランティア活動への関心を高める環境作りに取り組みます。 

 

【多業種連携】 

参加者の利便性を意識して、圏域内の特別養護老人ホームや地区センター等の会場をお借りして、

出張講座を継続して開催し、多くの住民が参加しやすい運営を意識します。 

 

【情報の収集と分析】 

区域及び市域のケアプラザの情報を収集し、継続的な改善に取り組みます。高齢福祉部会ケアプ

ラザ分科会や行政、法人が開催する職種間連絡会や研修に積極的に参加し情報収集することで課題

解決策につなげていきます。 

 

 

(3) 担当地域における関係団体等との連携について 

  地域、行政、区社会福祉協議会、関係機関及びその他様々な団体に加え、他の地域ケアプラザとの

連携について、具体的に記載してください。 

【自治会町内会との連携】 

地域ケアプラザにとって、自治会町内会との協働連携は最重要項目です。自治連合会との信頼関

係を築き地域の様々な課題を共有し、その解決策を共に考えることで地域と一体となる地域ケアプ

ラザを目指しています。そのためには、地域の会議や行事に積極的に参加して、常日頃からの関係

性づくりが重要です。 

 

⑴ 自治連合会定例会に毎月職員が参加して、自主事業実施計画や講演会等を説明の上ご意見を伺

い活動へのご理解と地域への周知活動へのご協力を求めます。また、各自治会町内会より地域か

らの相談・要望を集め地域ケアプラザの運営に役立てていきます。 

⑵ 四季折々の地域行事には必ず出席し、顔の見える関係作りや情報交換等に努めます。 

⑶ 自治連合会とともに地域福祉保健地区計画の推進に取り組みます。 

 

【地区社会福祉協議会との連携】 

中村地区社会福祉協議会は、身近な福祉活動の担い手として活動し｢小さな輪を、大きな輪へ！～

地域サロンでの出張講座 
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つながりの輪を広げよう～」という理念のもと活動をされています。中村地区社会福祉協議会と地

域ケアプラザとの密接な連携取り組みは自治会町内会と同様、必須要件だと考えます。中村地区社

会福祉協議会の地域活動に参画し、「七夕フェスタ」「クリスマスフェスタ」等の共催事業の開催等、

中村地区社会福祉協議会と地域ケアプラザの活動の連動を継続していきます。 

 

【地区民生委員児童委員協議会との連携】 

 民生委員児童委員協議会は厚生労働大臣の委嘱を受けて、

それぞれの担当する区域内で地域住民の見守りや必要な支

援を行うことで地域福祉の推進を担っています。また、行政

機関の業務に対する協力も職務の一つとなっており、地域に

おける重要な組織です。 

主任児童委員は、地域の子どもの健全育成に関わる行事や

児童相談所との連携、虐待通告の仲介、子どもとその親の相

談援助を担っています。このように民生委員児童委員協議会

は地域福祉の最前線の担い手であるため、密接に連携して取

り組んでいきます。 

 

【地区老人クラブ連合会との連携】 

 老人クラブは、高齢者が地域に住む仲間とともに健康で生きがいを持って充実した生活を営み、

社会に役立つ機会や場を提供する団体です。 高齢者がいつまでも元気で暮らし続けられるよう介

護予防事業を充実させていくためには、地区老人クラブ連合会との連携は非常に重要となります。

今後も消費者被害、健康管理、認知症予防等の情報提供や講座を依頼して頂けるような関係性を築

いていきます。 

 

【保健活動推進員との連携】 

 地域での健康測定（血圧、握力、血管年齢チェック等）等をすすめている地区保健活動推進員と

も協働できるところは多くあります。共催事業の開催も含め、地域ケアプラザ事業の情報を提供し

相互に随時連携します。 

 

【その他の地域活動団体との連携】 

 地区青少年指導員、スポーツ推進員等、地域活動団体とも地域の行事、地域ケアプラザの活動を

通して、地域の福祉保健事業を進めていきます。 

 

【区役所・区社会福祉協議会との連携】 

地域福祉保健計画の推進会議において、区役所・区社会福祉協議会・地域ケアプラザが“支援チ

ーム”メンバーとして参加します。支援チームは推進会議開催前に方向性の確認やスムーズな進行

のために準備を協働で行います。地域ケアプラザは、地域活動の状況や地域住民の持つ課題などを

正確に把握し、区役所や区社会福祉協議会へ情報提供をしながら共有します。 

民生委員 

・ケアマネジャー連絡会 
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さらに、区社会福祉協議会とはともに定期的に地域アセスメントを行い、個別支援、地域支援の両

面から地域課題の把握を行っています。課題の解決に向けて社会資源をどのように活用したらよい

かを検討し、共助がどのような形で進められるべきかを考えていきます。 

 

【学校との連携】 

若いうちからボランティア活動に親しむことで未来の担

い手を育成し、支えあいの地域づくりのために学生の地域参

加を推進していきます。近年は小中学校や高校も福祉教育に

熱心で地域ケアプラザの活動にもご理解を頂いています。 

また、認知症の当事者や家族の希望の実現や困りごとの解

決に向けた取組みを地域で支える体制を実現するためには、

地域住民の一角を占める子どもたちの理解が欠かせないた

め、認知症理解の普及に努めていきます。具体的には小中学

校での福祉教室や認知症サポーター養成講座の実施や、ケア

プラザでのボランティア活動等を働きかけます。 

 

【他の地域ケアプラザとの連携】 

他の地域ケアプラザと連携した研修、連絡会や事業を活用して、各職種のスキルアップと参加者

同士の交流を図ります。特にエリアが隣接の中区、磯子区を含む地域ケアプラザとは協同して支援

するなどの日常的な連携関係も地域のメリットにつながります。 

 

【市域、区域でのケアプラザ間連携】 

また、区内だけにとどまらず横浜市全域のケアプラザとの情報共有を大切にし、事業運営推進に

際してどのような地域ケアプラザ運営を行うべきか、非常事態時の対応も含め、感染防止に対する

工夫や試み、事故防止の取組み等の情報交換をしつつ、地域の方々が有効活用できる地域ケアプラ

ザを目指すために連携を深めます。 

 

【企業との連携】 

圏域内で運営されている特別養護老人ホームからの協力や、大手スーパーなどといった一般企業

との連携も図ります。昨今は経営と地域支援のマッチングに取り組む企業が増加しています。特別

養護老人ホームも地域ケアプラザとの連携に前向きです。地域活動のための場所の提供や体操やレ

クリエーションなどのノウハウの提供、移動困難な地域住民に対する移動販売支援などが期待でき

ます。また、日頃から郵便局、コンビニエンスストア等との関係性を築くことで、心配な高齢者や

児童などの情報提供や相談先としての機能を充実させます。 

 

 

 

 

小学校での認知症講座 
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２ 団体の状況 

 (1) 団体の理念、基本方針及び事業実績等について 

団体の理念や基本方針、事業実績等について、記載してください。 

 昭和 59 年 4 月に横浜市旭区で特別養護老人ホームを開設して以来、当法人は一貫して地域福祉

活動の向上のために活動を進めてきました。一人ひとりの限りある生命を大切にすることでご高齢

の方々が健やかで安心して暮らし続けられ、誰もがこの世に生まれてよかったと思えるホスピタリ

ティー（おもてなし）を提供することが、当法人の行うべき福祉保健サービス業であると認識し、

地域福祉の原点である地域に根ざした事業活動を展開しています。 

 

【当法人の理念】 

当法人は以下の理念を掲げて高齢者を中心とした介護福祉の活動を展開しています。 

1．人間が主体である  

子どもから高齢者まで、すべての方々が常により高い自己実現に向かって生活ができる環境を

つくります。すべての方々がご自身の人生の主役となって、日々の生活を送られることを何よ

りも大切と考え、様々な側面からそのお手伝いをします。 

2．連帯の輪を無限に広げていく  

住み慣れた地域の中で、すべての方々が健やかで安心して暮らし続けるためには、行政やさま

ざまな団体など多くの人々が地域ぐるみで連携・連帯することが不可欠です。当法人は地域社

会での交流を通じて、あらゆる人が支えあって共に生きる地域連帯の実現を目指します。 

3．日に日に新たな今日を創造していく  

この世に生を受け人々は人生の旅路を歩んでいきます。歩みは誰とも代わることのできないも

のであり、一歩一歩は真にその人固有の価値です。人生の一日一日がその人の心に叶うもので

あることを願い、私たちは共に歩みながら支援活動を続けます。 

 

【“デス･エデュケーション”という考え方】 

 「デス･エデュケーション」は 1960年代にアメリカで提唱された概

念で、日本では上智大学のアルフォンス・デーケン教授が、1982 年

頃から「死の準備教育」を提唱したのが始まりとされています。「死

を見つめることは、生を最後までどう大切に生きぬくか、自分の生き

方を問い直すことだ」とデーケン教授は唱えており、これを高齢者介

護の中で生かすべき死生観として、当法人は実践を重ねてきました。 

 

 デーケン教授は、「余命を宣告された人のケアの重要性」を訴えています。当法人は、この「デス･

エデュケーション」という考え方を特別養護老人ホームの中で「療育音楽」、「語り部」、「ＣＡＰＰ

(アニマルセラピー）」を通じて、また訪問看護ステーションや診療所においては、在宅における看

取り支援を通じて実践しています。地域ケアプラザは、子どもから高齢者までが支援の対象ですが、

高齢者を対象とした事業においては「デス･エデュケーション」の考え方を活用していきます。 

 

デーケン氏とご入居者 
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【“羅針盤”】 

 “羅針盤”というのは、当法人の基本コンセプトをまとめたカードです。全職員がそれぞれに携

帯しています。毎朝礼時にはテーマごとに職員全員で唱和します。職員が当法人のコンセプトを常

日頃から再認識し、共有するためのツールです。羅針盤には上記の理念･テーマの他、以下の行動指

針等を掲げています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【ヒューマンケアネットワーク】 

ヒューマンケアネットワーク（以下、「ＨＣＮＷ」）とは、

当法人の事業コンセプトを形作る土台となる考え方で 4 つ

の項目を基本としています。 

1. 24時間、365日サービスを提供する仕組みを作る。 

2. 市内全域でサービスを提供できる拠点を展開する。 

3. 単体ではなく、様々なサービスの組み合わせでご利用   

者の生活全体をサポートする。 

4. 重篤な方、サービス提供が困難な方にもサービスを提      

供する。   

 

このＨＣＮＷは、先に述べた法人理念を法人全体の事業活動推進体系として事業を遂行して行く

仕組みです。ＨＣＮＷは約 166 の事業所（令和 6 年 12 月時点）を配置することで構成されていま

す。各々の事業所は人事、資金、情報、教育等あらゆる活動面で連携連動しています。 

 

【地域包括ケアとの親和性】 

一方、介護保険制度の中では平成 24年度より「地域包括ケア」という概念を打ち出しました。こ

れは地域密着型サービスの拡充、人々の生活をより包括的に守るケア、介護と医療の連携等のテー

マを掲げているものですが、この地域包括ケアとＨＣＮＷは、その方向性が合致します。現在、当

法人ではＨＣＮＷに基づき介護保険サービスのほか、障害者福祉サービス、医療サービス（診療所

3か所）、保育（保育所 4カ所）と様々な事業に取り組んでいます。特にケアマネジャー、ホームヘ

“羅針盤”カード 

ヒューマンケアネットワーク 
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ルパー、訪問看護を一か所にまとめた「三位一体型」事業所は当法人の在宅サービスを象徴する事

業形態となっています。 

 

 

(2) 財務状況について 

予算の執行状況、法人税等の滞納の有無及び財政状況の健全性等、安定した経営ができる基盤等に

ついて記載してください。 

 ・予算については、理事会の承認を得た計画を適正に執行し、各事業所も予算に基づく運営をし

ております。 

・法人税・消費税等については、毎期適正な申告・納付を行っております。 

・財務状況においては、金融機関に頼る事無く、自己資金で健全な運営を行っております。 

・また毎年、次ページの通り事業所の開設を計画的に行ってまいりましたが、そのうえで、一定

の資金確保を実績として残しております。 

【平成 24年度～令和 6年度の新設事業所】 

 

平成 24年度 ○希望の大地(居宅介護支援･訪問介護･訪問看護)  

○つくし保育園東戸塚 

○楠の大樹(居宅介護支援･訪問介護･訪問看護) 

○横浜市笹野台地域ケアプラザ 

○花の生活館・銀の舞・磯風の謡・桜樹の森・豊穣の大地 

(定期巡回・随時対応型訪問介護看護・夜間対応型訪問介護) 

○りんどう・すいせん(小規模多機能型居宅介護) 

○さくら苑(訪問看護) 

○銀の舞(訪問介護) 

平成 25年度 ○うの花(小規模多機能型居宅介護) 

○つくし保育園センター南 

○椚の大樹・陽光の大地・瑞穂の大地・欅の大樹・銀河の詩・希望の大地 

(定期巡回・随時対応型訪問介護看護) 

平成 26年度 ○横浜市白根地域ケアプラザ 

○横浜市馬場地域ケアプラザ 

○こでまり・ひなげし・しょうぶ(小規模多機能型居宅介護) 

○椚の大樹・陽光の大地・瑞穂の大地・欅の大樹・銀河の詩・希望の大地 

(夜間対応型訪問介護) 

○銀杏の大樹・銀鈴の詩 

（定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護） 

○水明の大地（居宅介護支援・訪問介護・訪問看護・訪問入浴） 

平成 27年度 ○若草の丘(認知症対応型共同生活介護) 

○ひめゆり(小規模多機能型居宅介護) 

○つくし保育園上大岡 

平成 28年度 ○ナース 24港北(訪問看護) 

平成 29年度 ○われもこう（小規模多機能型居宅介護） 

○つくし保育園 戸塚 

平成 30年度 ○椿の大樹（居宅介護支援・訪問看護） 

○瑞穂の大地（認知症対応型通所介護） 
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○横浜市二俣川地域ケアプラザ 

○相談支援センター銀の舞（計画相談支援） 

令和元年度 ○特別養護老人ホーム 高津山桜の森 

○みずほクリニック緑園都市 

○相談支援センター銀の舞（障害児相談支援） 

○高津山桜の森介護保険センター（居宅介護支援） 

○山桜の森ショートステイセンター（短期入所生活介護） 

○翡翠の舞（定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護） 

令和 2年度 〇楡の大樹（居宅介護支援・訪問介護。ナース 24港北と同一拠点化） 

令和 3年度 〇相談支援センター銀杏の大樹（計画相談支援・障害児相談支援） 

令和 4年度 

 

〇横浜市都田地区センター 

〇横浜市都田地域ケアプラザ 

令和 5年度 

 

〇さざんか（小規模多機能型居宅介護） 

〇楡の大樹（定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護） 

○樫の大樹（居宅介護支援、訪問看護） 

 

・市内に施設・在宅サービスを広く展開しており、より多くのご利用者に関わることで、それぞれ

が利益を確保し、安定した経営基盤の礎となっております(次のグラフを参照)。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R01 R02 R03 R04 R05

その他資産 2,233 2,308 2,301 2,385 2,400

現預金 2,614 3,254 3,803 4,168 4,459

0
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2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

直近5年間の流動資産推移
現預金 その他資産 単位：百万円 
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３ 職員配置及び育成 

(1) 地域ケアプラザ所長及び職員の確保、配置について 

地域ケアプラザを運営していく上で、地域ケアプラザ所長（予定者）及び職員の人員配置並びに勤

務体制、必要な有資格者・経験者の確保策について、その考え方を記載してください。 

法人全体の職員を視野に、新規採用のみならず異動人事を含めて適材適所の人員配置を遅滞なく

行っていきます。また、地域ケアプラザには地域の特性も踏まえた人員を配置することとします。 

所長として着任予定は、地域ケアプラザ所長としては約４年間、業務に就いております。以前には

地域活動交流コーディネーター、生活支援コーディネーターとして地域に密着した業務を行ってお

り、社会福祉士の国家資格も保有しております。地域ケアプラザ所長としては地域の住民の方々に

よる子育て支援、障がい児・者支援等、地域の取り組みを把握し関係機関と連携しながら課題解決

につなげられるよう事業に取り組んでおります。 

今後も今までの経験を地域ケアプラザの円滑な運営に生かし、管理者としてもあらゆる専門性向

上に努めていきたいと思います。また、地域からの相談に対して的確に、且つ迅速に対応できる職

R01 R02 R03 R04 R05

収益 48 46 46 42 40

公益 1,040 1,149 1,253 1,406 1,464

社福 12,252 12,893 12,849 12,956 13,204

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

直近5年間の収入推移
社福 公益 収益 単位：百万円

R01 R02 R03 R04 R05

繰越活動収支差額 4,341 4,942 5,438 5,691 6,035

0
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3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

直近５年間の繰越活動収支差額 単位：百万円



- 13 - 

員を配置すべきと考えます。来所相談だけではなく担当圏域へ出向き、顔の見える関係を築くこと

で地域の方々にとって、気軽に相談できる身近な存在になる事を目指していきます。         

 

【職員の適正配置】 

配属職員は地域ケアプラザの設置目的を理解し、地域に密着した身近なところで地域福祉の向上

のために積極的に課題にチャレンジしていく志と資質を持った職員配置がされるべきと考えます。  

高いコミュニケーション能力を持ち、地域の方々の様々な相談に的確に対応できる職員を配置しま

す。特に、地域包括支援センターは総合相談･支援事業、包括的継続的ケアマネジメント支援事業、

権利擁護事業、介護予防ケアマネジメント事業等の事業を進めながら、圏域内で発生する支援困難

ケースを抱え、これを解決しなければなりません。このような状況を踏まえ、法人全体の有資格者

（ケアマネジャー407人、主任ケアマネジャー150人、看護師（正・准）379人、社会福祉士 107人。

令和 6年 12月末現在）から、ふさわしい人材を選抜し地域ケアプラザに配置しています。 

 

 

(2) 育成・研修について 

地域ケアプラザの機能を発揮するための人材育成及び研修計画について、記載してください。 

 当法人では職員の定着とＥＳ（従業員満足）向上を目的とした教育部を設置しており、職員の自

己研鑽の支援、もしくは業務上必要な知識・技術を習得してもらうための教育を実施しています。 

 

【職員教育】 

１．職場における教育 

前述のＨＣＮＷの考えの元、各サービスの垣根を越え顔の見える関係を作るとともに異なるサ

ービスの専門職同士で事例検討等が可能な環境を提供する事で職員のスキル向上を図ります。 

２．「羅針盤」の読み合わせによる理念の共有 

毎日の朝礼にて前述の「羅針盤」の唱和を行います。法人としての基本コンセプトをまとめた「羅

針盤」を読み合わせる事により、その理念に定められた方針を念頭に活動しています。 

 

【人事考課の実施】 

年度初めの「出航の誓い」（新年度開始における決意表明の会議）で、事業所の方針や目標が表明

され、これに基づき職員各々が個人目標を設定します。半期ごとに人事考課表を提出し、これを基

に職員と上司が面談します。期間中にできたこと・できなかった事を確認しながら、業務の課題等

について忠告や指導を行い次期に繋げています。このＰＤＣＡサイクルを通じて職員の育成を図っ

ています。 

 

【職員研修】 

職員研修は、法人本部教育部および各部署で専門性向上を目指した年間研修計画を作成し、実施

しています。教育部では法人全体に共通の階層教育を担当し、各事業部においてはそれぞれの業務

に必要な専門教育を担当しています。 
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１．教育部を中心に実施している主な職員研修 

・中途採用者研修（入職月受講を原則に月１回開催） 

・管理/監督職研修（テーマにより実施） 

・新任管理職研修（任命時に適宜開催） 

・新卒職員研修 

・秀峰会アカデミー 

⇒職員が受講したい研修を選び自由に学べる場を提供します。 

 また、専門知識を有した職員が研修講師を務め、その専門性を活かす場を提供します。 

 

２．事業所における研修 

法人主体の研修以外にも当地域ケアプラザ独自で年間研修計画を立てて、各種研修を実施してい

ます。なお、地域活動交流、生活支援体制整備事業の担当職員については、コーディネート能力、

地域包括支援センター職員については多岐にわたる技術・知識が要求されますので、市役所、区役

所または社会福祉協議会が主催する研修に参加し専門性を養っています。 

 

 

４ 施設の管理運営 

(1) 施設及び設備の維持保全、管理及び小破修繕の取組について 

施設及び設備の安全確保及び長寿命化の観点から、維持保全（施設・設備の点検等）計画及び修繕

計画について、具体的に記載してください。 

【施設の快適・安全な利用】 

横浜市の貴重な財産である地域ケアプラザを預かる指定管理者として、利用者が施設を快適で安

全に利用していただくとともに、施設や設備の価値をできるかぎり維持できるよう、計画的かつ誠

実に管理していきます。 

 当法人が“羅針盤”（２(1)「法人の理念・基本方針・業務実績等について」参照）に掲げる当法

人職員の行動指針のひとつである５Ｓ（整理、整頓、清掃、清潔、躾）１Ｕ（美しい）運動を通じ

て、職員一人ひとりが施設管理への意識を高めていくとともに利用者の視点に立った設備の安全、

快適な環境、性能性及び快適性に配慮しながらきめ細かいメンテナンス対策を進めます。 

 

【施設の維持保全】 

施設建築物、建築設備の管理については、施設の機能と耐久性を長期にわたって確保するために

「維持保全の手引き」「施設管理者点検マニュアル」等に基づいて、清掃、点検及び保守を実施し、

適切な維持管理保全を行います。維持保全業務の遂行に当たっては、次の事項を踏まえ、施設利用

者の利便性･快適性の確保に努めることを基本とします。 

 日常点検は「施設管理者点検マニュアル」に沿って確実に行います。定期点検については、専門

業者に委託して実施しますが、点検結果等については市の関係部局や区役所に必要に応じて報告す

るとともに、年間計画を作成し点検基準に基づき管理します。 

管理職研修 
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また、運用の際は「横浜市地球温暖化対策実行計画」「横浜市節電・省エネルギー対策基本方針」

等の計画に準じて、チェックリストを活用し定期的な確認を行います。運転等にあたっては、無駄

を徹底的になくし、省エネやリサイクルに積極的に取り組み、地球の温暖化の防止に努めます。 

  

【設備･機器の運転等】 

 施設の修繕は小破修繕を適切に実施し、大規模修繕等については区及び市と協議して対応を図っ

ていきます。設備、機器運転等は無駄を徹底的になくし、省エネやリサイクルに積極的に取り組み、

地球の温暖化の防止に努めます。 

 防犯・防災については、戸締りなどを徹底することや避難訓練等を実施すると共に、業務を委託

した警備会社等と連携し事故防止を図ります。また、建築局保全推進課で開催する「公共建築物の

保全に関する研修」等に積極的に参加し、最新かつ適切な情報の更新に努めるとともに、横浜市節

電・省エネ対策基本方針を踏まえ、省エネへの取り組みを確実に実施します。 

 

 

(2) 事件事故の防止体制及び緊急時の対応について 

事件事故の防止体制、事件事故発生時における緊急の対応について、具体的に記載してください。

※急病時の対応など。 

【事故防止対策】 

 毎月開催する所内会議にて、事故防止、感染症対策、食中毒発生防止、労働安全衛生等をテーマ

に研修を実施し対策の徹底を図ります。また、過去に発生した事故や定期的に報告・確認をしてい

るヒヤリハットの内容をもとに原因分析を実施し必要に応じて改善し、所内会議や日々の朝礼等で

職員間での共有を行います。 

行政から提供される以下の情報についても会議で共有し、自施設や自法人内のみならず市域のケ

アプラザでの発生事故事例を検証し、同様の事故を防止する意識付けを継続していきます。 

・【記者発表資料】事務処理ミス等の状況について 

・地域ケアプラザ等において発生した事故等の状況について（通知） 

 

また、地域ケアプラザの貸館利用者に災害時の避難誘導の手順、火器使用の際の注意喚起、爆発

物・危険物の持ち込み防止、使用後の清掃、電気ガスの消し忘れ等のチェックリストによる点検を

周知するとともに、職員も日常的に巡視点検を行い事故発生防止に取り組みます。 
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【急病時及び事故発生時の緊急対応】 

事件事故発生時における緊急の対応については、全職員が利用者

の安全確保を第一として対応します。遅滞なく行政への報告をする

ことはもちろんのこと、対応フロー、連絡体制、報告・判断基準を

明示した法人統一の事故対応マニュアルを用いて対応します。マニ

ュアルには、事前、発生時、事後のそれぞれに職員がとるべき行動

や関係機関への連絡等を記載し活用しています。また、事故発生時

のフローチャートを掲示し、職員への緊急対応の意識付けを行

い、迅速な対応がとれるようにしています。 

    

急病時の対応等は保健師（看護師）からの研修で習得し、ＡＥＤ

訓練においては、消防署の指導の下に定期的に実施します。特にＡ

ＥＤを要する状況では、１分１秒を争う迅速な対応が必要となるた

め、常日頃からの意識付が重要であると考えています。また、職員

間の連絡網を完備し、遅滞ない指示連絡系統を確保するとともに任

意で職員家族への連絡体制も確保しています。 

 

【個人情報漏洩防止、発生時の対応】 

 個人情報漏洩に関しては、地域の皆様からの信頼を大きく損なうことから、大前提として発生さ

せないことを目的に、日々ヒヤリハットの検証やマニュアルの活用、研修の実施により職員の個人

情報保護の意識を高めつつ、業務方法にリスクが無いか確認を行って慎重に対応します。 

万が一、個人情報の漏洩等が発生した場合、速やかに関係機関への連絡、報告を含め書類の提出

等の対応をするとともに、地域ケアプラザ全体で当該業務の対応方法を見直し再発防止に努めます。 

 

【防犯対策】 

日々の業務の中で開館前、開館時間内、閉館前に職員による施設周辺の見回りを行い、未然に危

険察知できるよう努め、不審者や危険物等に注意し施設を含む周辺地域の安全確認を行っています。 

閉館後の無人時間帯の施設管理においては警備会社と連携し遠隔機械警備にて安全管理を行い防犯

に努めます。また、不審者等が侵入してくることを想定して、受付カウンターに警備会社への緊急

通報ボタンを設置しており、職員の安全確保体制を整えています。 

 

 

(3) 災害等に対する取組について 

ア 福祉避難所の運営について 

  地域ケアプラザは、区防災計画に基づき福祉避難所として開設及び運営を行うことが規定され

ていますが、発災時に備えた事前準備や福祉避難所の運営方法（職員の参集方法や日ごろの訓練

等）について、具体的に記載してください。 

消防訓練 

AED研修・訓練 
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【発災に備えた事前準備】 

災害発生後の対応については遅滞なく行政への報告をするこ

とはもちろんのこと、対応フロー、連絡体制、報告・判断基準を

明示した法人統一の事故対応マニュアルを用いています。また、

職員間の連絡網を完備し、遅滞ない指示連絡系統を確保するとと

もに任意で職員家族への連絡体制も確保しています。フローチャ

ートを掲示して職員が迅速に行動できるように取り組んでいま

す。 

 

【福祉避難場所】 

開設が必要になった際には、行政に設置される防災本部と連携し適切に開設・運営できるよう、

このマニュアルを職員間で情報共有しています。また、健康福祉局福祉保健課が実施する「福祉避

難所情報共有システム」を活用し、発災時にも行政との遅滞ない情報共有と連携によって福祉避難

所としての適切な対応を行います。発災から要援護者受け入れまでの一連の流れを常に確認し、日

ごろの備えや定期的な訓練の重要性を職員間で情報共有し、災害に備えます。 

福祉避難所における災害時緊急通行車両の事前届出についても完備し、緊急通行車両確認証明書

を備え、有事の際にも地域の方々への支援が叶うように事前に準備します。 

 

 

イ 災害等に備えるための取組について 

  震災や風水害等といった災害や、感染症の発生・まん延に備えるための取組について、具体的に

記載してください。 

【災害対策】 

東日本大震災を受け、当法人では今後想定されている首都直下型地震等に備え地震対策を見直し

「地震防災対策（方針）」を策定しています。施設の安全対策、飲料水･非常用食料等の備蓄、職員

参集、活動計画、防災訓練、関係機関及び利用者やそのご家族との連絡体制、地域との応援連携と

施設内活動要領の作成などについて定めています。 

また、地域ケアプラザとして「災害対策マニュアル」「消防計画」「ＢＣＰ（事業継続計画）」を作

成しています。計画に沿った訓練を毎年複数回実施するとともに、計画の内容自体の精査と見直し

も定期的に行います。消防署協力のもと「ＡＥＤの使用訓練」「地震時を想定した避難訓練」も実施

します。地域防災拠点の合同防災訓練にも参加し、地域の方々とも連携を図っていきます。訓練に

参加する事で、地域防災に関する職員の意識向上も図ります。 

 

【感染症の発生・まん延防止対策】 

「感染症および食中毒の蔓延防止マニュアル/発生時対応マニュアル」「感染症発生時におけるＢ

ＣＰ（事業継続計画）」を作成し、計画に沿った訓練と計画の内容の精査見直しも定期的に行います。

感染症への対応は初動が重要であるため嘔吐物処理キットなどの資材を館内に常備し、基本的な対

応を遅滞なく行えるよう日頃から準備を徹底します。 

法人統一マニュアル 
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 (4) 公正・中立性の確保について 

公の施設として、市民、団体及び介護保険サービス事業者等に対して、公正・中立な対応を図るた

めの取組について記載してください。 

 横浜市地域包括支援センター運営事業実施要綱で、職員の責務として「包括センターの職員は、

公正中立性に十分留意して行動しなくてはならない」とされています。また、居宅介護支援事業者

においては、横浜市指定居宅介護支援の事業の人員、運営等の基準に関する条例において「指定居

宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援の提供に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常

に利用者の立場に立って、利用者に提供される指定居宅サービス等が特定の種類又は特定の指定居

宅サービス等事業者に不当に偏することのないよう公正中立に行わなければならない」とされてお

り、これらの遵守は利用者による適切な自己決定権の確保という観点から最重要課題の一つと考え

ます。以上を前提として、次の点に留意しつつ対応します。 

 

【複数の選択肢の提示】 

相談者の住所地、心身状況、世帯状況、経済状況、意向等を聞き取り、これらを踏まえつつ、相

談者にとってより利益となると思われる介護保険サービス事業者等を含めた社会資源、社会保障制

度等を分かりやすく説明し、複数の選択肢を提示します。 

 

 

【希望に沿った事業所の選択】 

選択肢の提示の際には、市発行の情報誌「ハートページ」等を活用し、さらに各事業者のパンフ

レットや公的機関による公開情報を加えて、口頭だけではなく書面による視覚情報も交え可能な限

り分かり易い説明で利用者及び家族がご自身の希望に沿った事業所を選択するお手伝いをします。  

また利用者が自己決定にて選択したサービス提供事業者についても、利用者が望むサービスを受け

られない場合は契約を解消し、新たなサービス提供事業者の選択が可能である事を説明します。 

 

 

(5) 利用者のニーズ・要望・苦情への対応 

利用者の意見、要望及び苦情等の受付方法並びにこれらに対する改善方法について、具体的に記載

してください。 

 満足度の高いサービスを提供するため、良好な接遇態度と来所者とのふれあいを基本として、地

域の皆さまと深い信頼関係を築いていきます。前述の職員行動指針“羅針盤”にも示されている通

り“明るい笑顔で自ら先にあたたかい心のこもったご挨拶で応対し”つつ、常に地域の視点に立ち、

来所者の声に耳を傾け、施設を取り巻く社会環境の変化を感じながら利用者のニーズ把握に努めま

す。 

 

【利用者ニーズの把握】 

1．利用者ニーズの整理 

  個別ニーズ、地域共通ニーズ、団体・機関活動ニーズに整理して対応します。 
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2．利用者ニーズの把握方法 

⑴“待ち受け”のニーズ把握 

 地域ケアプラザ貸室の利用者、地域包括支援センターの総合相談窓 

口の利用等、地域ケアプラザに来所される方々からの利用者ニーズを

把握します。施設内にはご意見箱を設置し、集まった意見や苦情は記

録し改善に繋げます。また、必要に応じて内容を公開します。 

⑵“利用者の声”のニーズ把握 

   毎年、利用者満足度アンケートを実施し、分析結果を業務改善につなげます。 

⑶“御用聞き”のニーズ把握 

 自治会町内会、民生委員児童委員協議会、老人会クラブ等の会合に毎回出席し、事業等の広報

とあわせて地域ニーズの把握を行います。また、区役所地区担当や区社会福祉協議会地区担当、

近隣の関連施設からも地域情報の収集を積極的に行います。 

 

3．利用者ニーズによる課題の解決、改善 

地域ケアプラザの運営協議会は議題を審議する場であると共に、地域ニーズや課題解決を進

めていくための話し合いの場でもあります。把握した課題を分析し、分かりやすく提示して地域

との話し合いのなかで解決していけるように努めます。 

【利用者の苦情対応】 

利用者及び地域の方々から苦情をいただいた場合、内容は市役所・区役所に書面をもって報告す

るとともに、真摯に受け止め誠意をもって対応する姿勢を職員一人ひとりに教育します。所長を苦

情対応の総括責任者とし、各部門の管理者を苦情受付・解決責任者として心のこもった対応と速や

かな解決を図ります。 

 また、苦情内容は記録として残し、関係者の会議で要因分析を行って対策を検討するとともに再

発防止に努めます。また苦情の性質上必要と判断される内容については、当法人の設置している第

三者委員会により、客観性を担保しつつ適切な対応、解決に結びつけられるよう取り計らいます。 

 

 

(6) 個人情報保護・情報公開、人権尊重について 

個人情報保護及び情報公開の取組、人権尊重など横浜市の施策を踏まえた取組について、具体的に

記載してください。 

【個人情報の管理の方針】 

地域ケアプラザにおいては、施設利用の方々の多くの個人情報を保有することになります。この

ため、「個人情報の保護に関する法律」等の法令、厚労省のガイドライン、横浜市の「個人情報保護

条例」を遵守します。また、利用者の権利・利益を保護するために当法人の「個人情報保護に関す

る規程」に従って、個人情報の適切な取扱に関し必要な事項を「個人情報保護に関するマニュアル」

に定め、職員に対し研修を実施します。 
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【職員研修等】 

採用時研修で個人情報の保護について、必須科目として受講を

促します。入職時には「個人情報の保護に関する誓約書」を提出

します。さらに配属後は、年１回以上の職場研修を行います。研

修では個人情報の保護に関する法律等の法改正に速やかに対応で

きるよう、内容や留意点も周知します。 

市域や区内ケアプラザ等、他事業所等の個人情報漏洩事例につ

いては、その内容や原因、予防策等も含めて職員会議(欠席者には

事例回覧）等で周知するとともに注意を喚起します。 

 

【情報公開】 

 市の指定管理料等によって運営される地域ケアプラザの事業は、広く住民に状況が開示されるこ

との重要性を理解し「横浜市の保有する情報の公開に関する条例」に準じ適正な対応を行います。 

 広報誌や法人公式ホームページ等で地域ケアプラザ事業の紹介などを行います。作成の際には、

安全かつ適切に情報が得られるようセキュリティを確保するとともに「ウェブアクセシビリティ仕

様書」に基づき適合レベルに準拠したウェブアクセシビリティに配慮します。また法人広報デザイ

ン部の専門職によるチェック機能により更新しています。 

介護サービス情報の公表では、神奈川県の指定機関による確認を経て開示します。窓口で閲覧で

きる資料としては当地域ケアプラザの事業計画書、事業報告書、予算決算書、第三者評価書等をカ

ウンターに常時備え付けます。 

年に２回の地域ケアプラザ運営協議会では運営委員の方々への活動報告を行うとともにご意見を

お寄せいただき改善に努めます。 

 

【人権尊重】 

人権とは、人として生きていくうえで欠かすことにできない基本的な権利であり、この世に生き

るすべての人びとが生まれながらにして誰もが当たり前なものとして持っている権利のことです。

この権利は、一人ひとりが互いに尊重していかなくてならないものです。 

しかし、差別等によって人権が守られない実態（人権侵害）があります。例えば、客観的に支援

が必要であるにも関わらず、近所との関係が疎遠であったが為に社会の目に触れず発見が遅れた結

果、憲法で保障されている「健康で文化的な最低限度の生活」を送れない状態に陥ってしまう、個

人情報や誰にも知られたくない私的な情報がインターネット経由で流れてしまい、永久的に削除困

難な状況となりプライバシーが侵害される状態になってしまうなど、身近な事例として容易に例え

られる程、人権が尊重されると言う事は脆いものです。 

我々は個人情報だけではなくプライバシーそのものを扱う事業であり、多大な責任を負っていま

す。アセスメント能力の研鑽や画一的な価値観に囚われず多角的な視点による発想の転換、相手の

立場に寄り添う努力などを普段の業務から心掛けます。地域から信頼される為にも、前項の個人情

報保護の取組みと一体的に、プライバシーの漏えい防止、人権感覚を高める努力を続けていきます。 

 

職員研修 
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 (7) 環境への配慮、市内中小企業優先発注など、本市の重要施策を踏まえた取組 

横浜市地球温暖化対策実行計画、ヨコハマプラ５．３（ごみ）計画、市内中小企業振興条例の趣旨

及び男女共同参画推進等に対する考え方について記載してください。 

【横浜市地球温暖化対策実行計画】 

 環境問題は温暖化が地球規模となり、今や環境への配慮を欠いては私たちの生活は成り立ちませ

ん。横浜市は「ZeroCoarbonYokohama」と銘打った 2050年までの脱炭素化という目標を掲げました。   

公の施設である地域ケアプラザもこれに基づき取組み、職員一人ひとりが環境に配慮した行動を

実践していきます。 

 

【ヨコハマプラ５.３計画（横浜市一般廃棄物処理基本計画】 

 横浜市では従来のごみ削減への取組みに加え、燃やすごみに含まれるプラスチックごみの削減を

重点的に進めることで温室効果ガス排出量を 2030 年度までに 2 万トンの削減（2022 年度比）を目

指しています。地域ケアプラザ運営で出るごみについても、新しい基準に沿った分別を徹底します。 

 

【市内中小企業優先発注について】 

横浜市においては、横浜市中小企業振興基本条例において「市内に立地する企業の大多数を占め

る中小企業は、それぞれの業種・職種において市内経済を根幹から支え、地域のまちづくりや雇用、

災害時の助け合いなど、地域社会へ貢献するとともに、大企業を様々な面から補完する存在として

横浜市の発展に大きく寄与してきた」「市内経済の持続可能な発展のためには、中小企業の意欲的で

創造的な活動を支援する事が不可欠である」との考えが示されています。こうした背景のある中小

企業のさらなる発展に寄与するべく、市内、とりわけ当地域ケアプラザ担当圏域内にある中小企業

に施設修繕や備品購入等の発注を優先的に行います。 

具体的には、横浜市ホームページなどから得られる市内業者一覧の中から、特に当地域ケアプラ

ザ近隣にある事業所等をリスト化し、日常的な物品調達、役務委託等を依頼できるようにします。

また法人の経理規程に基づき、一定条件下においては複数の見積合わせをする事で、不要な経費増

額を抑制します。 

 

【男女共同参画推進について】 

横浜市は、第５次横浜市男女共同参画行動計画にて「性別に関わらず多様な選択を実現できる社

会」を目指しており、私たちは当該行動計画の主旨に則り、性別によるあらゆる差別を排し、機会

の平等を推進します。 

具体的には、「横浜市男女共同参画推進条例」に準拠し、職員は市の男女比目標を上回るよう採用・

配置計画を進めます。当法人では看護師、ケアワーカー等を中心に多くの職員が出産・育児休業を

取得することから、当地域ケアプラザにおいても、こうした休業を本人の希望に基づき取得できる

よう支援します。 

 

【障害者就労施設等からの物品等の積極的な調達について】 

横浜市では「横浜市における障害者就労施設等からの優先調達方針」にて「本市における障害者



- 22 - 

就労施設等からの優先調達の一層の推進を図る」とされており、更に「横浜市が障害者就労施設等

からの物品及び役務の優先的な調達を推進することにより、障害者就労施設等で就労する障害者の

自立の促進に資する」としています。 

誰にでも、様々な理由から社会生活や日常生活を送るのに支障がある障がいを負う可能性があり、

「障害者の自立」は、まさに未来の我々の人生にも大きく関与するものであります。障がい者の方

への自立支援に係る環境を整える事は、横浜市民全体の将来的な課題への予防的施策と捉え、私た

ちは障害者就労施設より積極的に物品調達を行います。 

 

【従来の取組みの継続】 

①リデュース(発生抑制）・・・ごみそのものを減らす 

ごみのもとになる無駄づかいを減らします。出来るだけ物は購入しません。中古品、リサイクル

品、グリーン購入適合品を必要な分だけ購入します。購入したものは出来るだけ長く使います。 

②リユース(再使用)・・・何回も繰り返し使う 

物品を購入する場合は繰り返し使えるもの、不要紙の裏紙の利用など小さなことでも徹底した取

り組みによって、職員にゴミの減量化を意識づけます。 

③リサイクル(再生利用)・・・分別して再び資源として利用する 

廃棄する場合、全職員が分別を徹底するとともに事業の意味を周知し徹底を図ります。 

【電気・ガス等エネルギーの使用の削減】 

①電気等エネルギー使用に伴う温室効果ガスの排出量の削減に取り組みます。 

②空調設備の運転は冷暖房の設定温度を夏季 28度、冬季 20度を目安に設定して省エネルギー運転

を行います。服装等はクールビズ、ウォームビズで対応します。 

③昼休みなどは使用していないＯＡ機器の電源を切ります。 

④不要な照明等はこまめに消灯する事を徹底します。 

⑤館内掲示等で、施設ご利用者へ向けて省エネルギーの呼びかけを励行します。 

 

【建物内外の整備】 

５Ｓ（整理、整頓、清掃、清潔、躾）１Ｕ（美しい）運動を推進します。５Ｓ１Ｕの取り組みによ

って、来訪者が気持よく活動できるようにします。 

 

 

５ 事業 

(1) 全事業共通 

ア 施設の利用促進について 

施設の稼働率向上のための対策や効率的な施設貸出の方法、利用者のために有益な情報提供を

行う方法について、その効果も含め具体的に記載してください。 

地域ケアプラザという社会資源を地域の方に最大限ご活用いただけるよう施設の稼働率向上に努

めます。法人の行動指針にも示されている通り“あたたかい心のこもったご挨拶で応対”すること

を徹底し、明るい応対を基礎とします。また、施設のご利用にあたっては分かりやすさが重要だと
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考えます。団体区分ごとの利用予約可能期間を受付に大きく表示し、ご利用者が積極的に施設を利

用できる体制を整えます。利用促進のための情報提供は様々な媒体を積極的に活用して周知活動を

進めます。 

 

【貸館情報の周知】 

空き情報が閲覧できる台帳を館内の掲示板に設置し、登録団体による確認や予約が容易にできる

ようにします。これを活用して利用される方々がそれぞれの活動予定を立てるための支援をします。 

 

【夜間や土・日曜日などの利用促進】 

貸館の少ない曜日や時間帯のご利用を地域の各活動団体やサークル等にお勧めして、できるだけ

空き時間のない貸館の有効利用を進めるよう努めます。具体的には昼間就労している方々を対象と

した企画等で、若い世代の健康増進の意識向上等にもつながるよう、有益な情報を伝える取組みを

進めます。土・日や祝祭日には、小中学生等の就学年齢層及びその保護者が参加しやすく、かつ魅

力ある企画を実施して利用の拡大を図ります。 

また、現在活動中のサークルの情報や参加者募集の情報を館内に掲示、窓口での貸館情報の提供

で活動が円滑に行えるだけでなく、サークル活動団体が常に参加者を確保でき、活動が継続できる

よう支援を行います。 

【登録団体交流会】 

登録団体交流会で「ご利用の手引き」「ご利用のしおり」を登録団体に配布し、交流会では団体同

士が互いに活動を紹介したり、ボランティア活動を募集したりできるようなお知らせをする時間を

設けます。また、地域に向けて活動の周知を行いたい団体や関係機関（子育て支援拠点など）の情

報を提供していただき、サークル立ち上げ支援も含め、ニーズのある活動が活性化するよう努め、

活動場所を提供します。 

  

【ホームページでの情報提供】 

当地域ケアプラザのホームページでは、施設の概要と催事の案内を中心に情報提供をしています。

施設で活動されている状況や利用者の声（感想やメンバーの募集等）、地域ケアプラザからのお知ら

せ等の情報提供を行います。 

 

【広報誌の発行】 

魅力ある広報誌を毎月発行し、地域ケアプラザの事業内容や各種講座・イベントなどを紹介して

施設利用の促進を図ります。広報誌は担当エリア内自治会町内会、区内地域ケアプラザ、地区セン

ター、各福祉施設、学校、薬局、医療機関、店舗等へお届けし、当地域ケアプラザの情報が地域住

民に届く機会を増やすよう努めます。 

 

【魅力ある自主事業の企画実施】 

魅力ある自主事業を企画実施することで、来館者の増加を目指します。多くの自主事業を企画し、

自立化を促して定期利用につなげるなど利用率の向上を目指します。また、地域や利用者のニーズ
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にあった魅力ある自主事業を企画します。 

 

【Wi-Fi設備の活用】 

 令和 2年度から整備された Wi-Fi設備を活用して、様々な理由で外出が困難な方がオンラインで

事業に参加できる環境など、多様な可能性を確保することで施設の利用促進を進めます。新型コロ

ナやインフルエンザ等の感染症リスクを考慮した生活様式にも対応できると考えます。 

 

【貸館稼働率】 

登録団体に不便なく貸館をご利用いただくためにも、さらに多くの利用者に効率的にご活用いた

だくためにも、稼働率に余裕のある時間帯や貸室で活動できる自立化サークルを自主事業から創出

するなどの取組みを継続していきます。 

 

 

イ 総合相談について（高齢者・子ども・障害者分野等の相談への対応） 

高齢者・子ども・障害者等幅広い分野の相談への対応ついての考え方、他機関との連携方法等に

ついて記載してください。 

 

 高齢者や子ども、障がい者等の福祉保健等に関する相談を総合的に受付け、サービスの調整や

行政サービスの申請代行、苦情相談受付やそれに伴う情報提供をします。 

 

【地域ニーズの把握】 

適切な情報提供のために、まず不可欠なのはニーズの把握であると考えます。盆踊りやイベン

ト等の地域の様々な催し物には、所長をはじめ、それぞれの専門職職員が可能な限り参加し地域

の状況を把握します。また、自治会町内会ごとの見守り活動や、災害時要援護者、見守り活動へ

の支援を通じて地域ニーズの把握に努めます。地域包括支援センターでは相談業務及び訪問等で

得られる個人情報と地域情報を整理し、地域の個別ニーズの傾向と支援の方向性を知るための重

要な資料とします。 

 

【主な情報提供内容】 

①高齢者分野 

介護保険制度の居宅サービスや施設サービスの他、横浜市独自事業（食事サービスやおむつ給

付、ごみの持ち出し収集等）、地域権利擁護事業（社会福祉協議会所管 横浜生活あんしんセン

ターによる預貯金管理サービスや成年後見制度等）、法テラス（無料法律相談）等 

②子ども分野 

地域子育て支援拠点、親と子のつどいの広場、一時保育、乳幼児一時預かり事業、休日・年末

年始保育、病児保育、病後児保育、24時間型緊急一時保育、横浜子育てサポートシステム、家

庭的保育事業、小規模保育事業、横浜保育室、認可保育所、認定こども園、認可外保育施設、

幼稚園 
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③障がい分野 

障害者総合支援法のサービス、中途障害者地域活動センター、障害者手帳の交付、高額障害福

祉サービス等給付費、障害者グループホーム等 

 

【考え方及び提供方法】 

昨今の晩婚化や女性の就業率上昇、独居高齢者の増加など社会情勢の変化に伴う課題の複雑化

に対応し、孤立化や対応の遅れなどのリスクを認識しつつ、より良い情報提供が可能となるよう

な取り組みを行います。 

 

【他機関との連携方法】 

１．ピアカウンセリング（当事者同士が集まってお互いの状況、心情を話しあうことにより、辛

さを分かち合い助言しあう会）効果が期待できる家族会等のインフォーマルサービスの情報

を、公的サービスの情報と同様に行政等関係機関と連携して速やかに必要な方々にお届けす

る取組みを進めます。 

２．民生委員の方々や区の担当ケースワーカーとの情報交換を定期的に行い、地域の中で課題を

抱えた方々への支援方法について検討し、可能な限り早期の訪問を開始します。その際は

個々の世帯により異なる事情、長い年月を積み重ねて育まれた生活様式や人生観、価値観を

尊重し、画一的な支援体制作りや指導的な対応は避け、共感的姿勢で接する事で信頼関係の

醸成を行いつつ、それぞれの事情に応じた解決策を示していきます。 

３．高齢者、障がい者、子ども支援、それぞれの各関係機関と情報を共有しつつ多角的な視点で

支援方法を検証します。より良い対応を常に追求し、独善的にならないよう客観性を確保す

る態勢で臨みます。介護・育児・障がい等の課題に加えて虐待や貧困等の課題も複合的にか

かえている場合など複数の関係機関や部署を横断するような複合的課題を持つ事例があっ

た場合は、必要に応じ関係部署間を仲介する役割を担います。 

 

 

ウ 各事業の連携及び関連施設（地区センター等）との連携について 

地域ケアプラザの役割を果たすための、各事業担当間や関連施設との情報共有、円滑かつ効率的

な管理運営に対する考え方を記載してください。 

 地域ケアプラザは、公の施設の管理者として横浜市から指定されたものであり、横浜市基本構

想に基づく地域福祉保健計画を実現するため、地域ケアプラザの役割を踏まえ、関係機関の情報

を把握し、連携して、地域ニーズに即した管理運営を行なう必要があると考えます。 

 

【職員間の情報共有】 

職員は日々のコミュニケーションに加え、情報共有ツールや相談内容の回覧にて日々情報把握

を行っており、職員が休暇中であっても他の職員で対応できるようになっています。加えて毎月

の所内会議にて各事業担当の活動内容を確認し、共通の目標である事業計画の進捗を随時確認す

る事で、円滑で滞りなく情報伝達ができる職場環境を作っています。 
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【福祉・保健・医療機関との連携】 

国全体で推し進めている地域包括ケアシステムの実現には、

医療と介護の連携がさらに重要となる為、区医師会との連携や

情報共有等に努め、かかりつけ医、家族、区役所等との橋渡し

に努めます。また、独居高齢者の急変時の対応、要介護状態の

退院者の介護申請代行、受入場所の確保等にも病院と連携して

対応します。横浜市在宅医療連携拠点等も活用し「医療と介

護の連携」を実践できるようにしたいと考えます。協力医と

の連携はもちろん、区内近隣の医療機関や総合病院との連携

を常に意識し協力体制の確立と良好な関係性の構築に努め

ます。 

 

【関連施設との連携】 

圏域内には地区センター、地域活動ホーム、障がい者作業所、特別養護老人ホーム等の福祉関

連施設が多数存在しています。当ケアプラザから遠方のエリアにおいては、各施設の会場をお借

りして各種出張講座を開催したり、認知症サポーター養成講座等の企画を共催事業として企画、

実践しています。今後も継続して関連施設との連携を強化して、地域の情報共有に努めます。 

 

エ 地域福祉保健のネットワークの構築について 

地域の関連団体や関連機関との情報共有やネットワーク構築に対する考え方について記載して

ください。 

【自治会町内会とのネットワーク】  

地域ケアプラザにとって地域の方々とともに自治会町内会と協働し連携した取組みは必須要

件と考えています。地区自治連合会との信頼関係を築き、地域の様々な課題を見出し、解決策を

考えるなど、地域とともに歩んでいく地域ケアプラザを目指しています。このためには、地域ケ

アプラザ運営の方向性は常に自治会町内会と歩調を合わせ、ネットワークの起点になっているべ

きだと考えます。 

 

【地区社会福祉協議会とのネットワーク】  

地区社会福祉協議会は、身近な福祉活動の担い手として活動し｢自分達の暮らしている地域の

福祉課題は先ず自ら取組み解決していこう」という理念から組織され、地域の困りごとを発見し

解決に向けた活動を住民同士で話し合い、取り組める民間組織としての「自主性」と、行政や専

門家と対等な立場での意見交換や、共同募金などから成る福祉のためのお金を有効に地域で活用

できる組織としての「公共性」という２つの大きな特徴を持っています。地域が抱える多様化し

た課題を正確に把握し、地区社会福祉協議会と情報共有しながら話し合い解決へと取組んでいき

ます。地域課題への具体的な取組みは地区社会福祉協議会とのネットワークの中で進めていく必

要があると考えます。 

横浜市在宅医療連携拠点 

（よこはま保健医療プラン） 
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【地区民生委員児童委員協議会との連携】 

 民生委員児童委員協議会は厚生労働大臣から委嘱され、地域住民から選出され活動されていま

す。皆さまはそれぞれが担当する地域において、介護や子育てなど福祉に関する住民の相談に応

じ、困難な課題を抱える世帯への支援方法の検討もされています。主任児童委員は地域の中の関

係機関と連携し、子どもや子育て家庭を支援する活動を行う推進役として、児童に関する課題に

取り組まれています。このように民生委員児童委員協議会は地域福祉の最前線の担い手ですの

で、当地域ケアプラザとしても密接に連携し取り組んでまいります。 

①日常的に情報を共有し、民生委員児童委員の抱える諸課題に対しては、地域包括支援センター

が専門的な立場から支援し、委員の方々が安心して活動出来る環境を作ります。また、困難ケ

ース等については行政や関係機関につないでいきます。 

②災害時要援護者の見守りなどへの取り組みを支援してまいります。 

③意見交換会を開催し、民生委員の役割の再認識と地域情報の共有化を図るとともに連携を深

め、協働した取り組みを重ねてまいります。 

 

【地区老人クラブ連合会とのネットワーク】 

 老人クラブは、高齢者が生きがいをもって安心して暮らしていくために、健康で自立し身近な

仲間と支え合いながら住みよい地域づくりを進めるために「健康」「友愛」「奉仕」の活動に取り

組まれています。当地域ケアプラザでは、高齢者がいつまでも元気で暮らし続けられるよう介護

予防事業を充実していきたいと考えていますので、多くの方の参加を期待しています。高齢者向

けの地域ケアプラザ事業等を円滑に進めるためにも、地区老人クラブ連合会の方々との連携に努

めます。消費者被害、健康管理、認知症予防等の情報も提供しています。 

 

【保健活動推進員とのネットワーク】 

 地域の子育て支援事業、地域での健康測定（血圧、握力，血管年齢チェック等）等をすすめて

いる地区保健活動推進員とは協働して事業を行い、地域ケアプラザの事業の情報提供を行い、相

互に随時情報を共有しています。 

 

【その他の地域活動団体とのネットワーク】 

 地区青少年指導員、スポーツ推進員等、地域活動団体とも地域の行事や地域ケアプラザの活動

を通して、地域の福祉保健事業を協働してすすめていきます。 

 

 

オ 区行政との協働について 

区運営方針、区の事業等を踏まえたうえで、区行政との連携について具体的な取組を記載してく

ださい。 

【行政機関との連携】 

 地域ケアプラザは指定管理者に指定されると、区長と指定された法人との間で｢地域ケアプラ

ザの管理運営に関する基本協定書」及び｢年度協定書」を締結します。この協定書では、区長と
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指定された法人が「相互に協力し、地域ケアプラザを適正かつ円滑に管理運営するために必要事

項を定めることを目的とする」となっています。受託法人は、この協定書に基づき、区役所の指

導の下に連携し、地域の様々な課題等に取組むことが必要であると考えます。 

 

１．生活支援体制整備事業に関わる連携 

生活支援体制整備事業は介護保険制度ではカバーしきれない生活の支援を提供するための事

業です。生活支援体制整備事業を推進するために区役所、区社会福祉協議会と連携しながら、地

域の社会資源の把握に務めます。担当エリアのインフォーマルサービスの育成と運営、そして継

続していくうえで、連合自治会町内会、地区社会福祉協議会、各地域の関係団体と協働で取り組

み、情報共有しながら地域課題の解決に向けて共に協議をしていきます。 

 

２．地域包括支援事業に関わる連携 

地域包括支援センターは地域に開かれた福祉保健分野の総合相談窓口です。地域の方々の相談

には、区福祉保健センターと連携した対応を要する事例が多々あります。特に様々な要因で支援

が困難な事例については、区職員との定例カンファレンス等にて役割分担を明確にし、対応して

まいります。 

３．区福祉保健課との連携 

区及び地区の福祉保健計画の推進に、区役所と当地域ケアプラザが役割を分担しながら、協働

して対応していきます。また、行政関係部署並びに地域包括支援センター部門、生活支援体制整

備事業部門とも協働してネットワークを構築する事で地域課題の抽出を行い、その解決のために

様々な関係機関との連絡調整を行います。その中で地域福祉保健計画に掲げられた目標の達成に

も寄与していきたいと考えています。 

 

４．子育て支援事業の連携 

区こども家庭支援課の地区担当や子育て支援拠点、主任児童委員、民生委員と連携し、地域で

安心して出産・子育てが出来るよう、地域での親子の居場所、親同士のつながり、子育てなどの

相談の場となる事業の実施や後方支援を行います。支援が必要な方を把握した際は、上記関係各

署と連携し見守りなど支援を実施します。 

 

５．障がい者への理解とネットワーク推進 

区行政（高齢・障害担当）、地域の障がい者施設や関係機関と連携して、障がい者が地域で安

心して暮らせるように取り組みます。障がいに対する理解が深まるように講演会などを通じて意

識の醸成を図ります。 

 

６．介護予防・日常生活支援総合事業 

横浜市においても介護予防・日常生活支援総合事業として平成 28 年度より一般介護予防事業

が展開されています。地域包括支援センターも区役所と連携し、体力向上プログラムのほか脳力

向上プログラムを実施します。行政関係部署及び地域活動交流コーディネーターとも協働してネ
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ットワークを構築し、地域の諸課題に対応して参ります。 

 

 

カ 地域福祉保健計画の区計画及び地区別計画の推進について 

  区地域福祉保健計画の区全体計画及び地区別計画の策定・推進の事務局及び地区別支援チーム

のメンバーとして参画し、住民、事業者、行政等と協働した地域の課題解決に向け、どのような体

制でどのように取り組むか記載してください。 

 地域の情報やニーズと照らし合わせつつ、地域福祉保健計画地区別計画の策定・推進には地区

社会福祉協議会と一緒に具体的な活動をしていきます。地域と区役所及び区社会福祉協議会との

間の橋渡し役を務め、支援チームが的確な支援を行えるよう調整します。また、支援チームの中

で区全体計画との整合性を確認し、活動の方向性を調整します。 

南区地域福祉保健計画「区民の情（こころ）が生きるまち南区」の基本理念を常に念頭に置い

て地域活動の充実を図ります。抽出された地域ニーズや情報を適切に整理しＰＤＣＡサイクルの

中で必要に応じて修正等も加えながら、具体的な取り組みにつなげます。区役所や区社会福祉協

議会などとも日常的な連携を図り、地域ケアプラザ全体で取り組んでいきたいと考えます。 

 

 

 (2) 地域ケアプラザ運営事業（地域活動交流事業。以下「地域ケアプラザ運営事業」という。） 

ア 自主企画事業について 

高齢者・子ども・障害者等の分野それぞれの福祉保健活動の開発・実施及び自主活動化への取組

について、具体的に記載してください。 

【基本姿勢】 

地域で展開する自主事業の計画は、高齢者分野、子ども分野、障がい児・者分野の３本柱を基

本とし、どの分野にも偏ることがないようバランスを取りながら進めます。所長、５職種が協働

して、各部署の専門職が持つ特性を生かした質の高い自主事業を企画します。 

地域行事や地域子育てサロン等へ積極的に参加するなど様々な機会を通じて情報を収集し、ニ

ーズの把握に努め、自主事業へ反映させます。それぞれの職種が手分けをして集めた情報は地域

ケアプラザ内で共有し、多角的な情報把握に努めます。また、地区自治連合会や地区社会福祉協

議会、民生委員児童委員協議会等との情報共有を密に行うことで内容の充実を図ります。 

 

【自主化への取り組み】 

地域ケアプラザで企画する自主事業は、立ち上げる段階から自主化に向けたスケジュールを意

識し、その上で自主化後の安定的な運営に向けて、継続的に適切な参加者を確保できるよう新規

募集や事業分散等の調整を状況に合わせながら随時行うことで形を作っていきます。事業のまと

め役となる人材を自主事業実施期間中に支援し、必要に応じて講師の情報提供や自立後の参加費

及び講師料に関する条件の調整等を行い、継続的に円滑な運営ができるように調整します。自主

活動運営時には、その担い手に大きな負担がかからないように配慮しながら、安定性・継続性の

ある体制作りを支援します。また、自主化後も安定した活動が継続できるよう支援します。 
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【高齢者分野】 

人気の高い体操や歌声サロン、地域の方の集いの場や交流のきっかけとなる自主事業を企画実

施します。また、男性高齢者の集いの場づくりに努めます。 

地域行事へも参加し、そこで活動中の地域の方を講師として、特技を活かす活躍の場を提案す

ることも出来ると考えます。「料理講座」「フラワーアレンジ」「手芸」等のように体操系以外の

講座も企画し自主運営サークル活動へつなげる支援も行います。地域ケアプラザに来所しにくい

遠方エリアの方へは、出張による事業も積極的に取組みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【子育て支援・子ども分野】 

子育て支援のニーズへの対応も重要な活動になります。就

園前から小学校までの子ども分野の企画は子育て中の保護者

も対象に入るため事業対象者の層を細かく分析し、それぞれ

の立場に合わせた企画が必要になります。 

利用者アンケートの結果を対象別に集計し、対象が求めて

いる内容の講座や事業を行うよう取り組みます。乳幼児の保

護者のニーズを適切に把握・理解した交流の場の提供や、子

育てに関する相談などの情報収集をもとにして子育て中に息

抜きや悩み相談ができるような企画や子育てを通じて地域と

のつながりができるような事業、子育て世代同士の交流やご近所で声を掛け合い、誘い合う事で

孤立を防ぐことを目的とした事業等にも取り組みます。 

地域の専門家の協力を得て、妊娠時から準備が出来るような企画を通して、出産の不安感を軽

減する取組みも進めたいと考えます。また圏域内の小中学校と連携し、当地域ケアプラザの場を

活用した授業への協力（総合学習の福祉教育、職業体験など）の中で、小中学校が当地域ケアプ

ラザに期待する役割の把握と提供に努めます。ジュニアボランティア等と連携しボランティア活

動の場を提供する事で、小さいうちから身近な人への思いやりの心を育み、次世代を担うボラン

ティア育成にも取り組みます。 

 

【障がい児・者分野】 

障がい分野への理解については、地域の方々からの関心度が高いと感じています。「障がい理

解講座」等を開催し、地域で障がいの理解を進めていきます。地域活動ホームや区精神障害者生

小学生の総合学習      

高齢者との交流会 

フラワーアレンジメント 料理講座（和菓子づくり） 
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活支援センター等関係機関との連携も進め、施設見学会やボランティア活動へつなげていきたい

と思います。地域課題を多角的に分析し、障がい児・者が安心して暮らせる地域づくりを目指し、

地域住民が障がい児・者への理解を深める活動を継続します。 

 

 

イ 福祉保健活動団体等が活動する場の提供について 

地域住民の福祉保健活動団体が活動する場の提供について、利用促進を図るための具体的な取

組を記載してください。 

【効率的な利用への取り組み】 

受付カウンター横の掲示板に最新の貸室予約状況台帳を設置し、空室を効率的に予約していた

だけるよう努めます。また、登録団体には登録時からおおよその活動予定を決めていただき、で

きる限り貸室希望日時の重複が発生しないよう調整を図ります。曜日や時間の偏りを減らすこと

で効率的な利用に努めています。 

 

【利用方法の周知】 

地域ケアプラザの利用方法を案内リーフレットや説明会などで周知し、「利用しやすい地域ケ

アプラザ」であることを強く働きかけます。毎年実施する利用団体向けアンケートの結果を踏ま

えて、継続的に利用のしやすさへの改善を図るとともに、その内容については館内での掲示や利

用団体交流会での報告など、利用者の目に見える体制を維持します。 

 

【活動団体の広報支援】 

館内で活動団体紹介コーナーを設け、広報紙で活動の様子を取り上げるなどの情報発信をする

ことで、団体の広報活動を支援し活性化を促進します。 

 

【活動の調整と支援】 

地域ケアプラザが調整役となり団体間での活動スケジュールを調整し、計画的にご利用いただ

くことでスムースな活動を支援します。利用団体にも調整や譲り合いにご理解ご協力いただける

よう丁寧な説明を心掛けます。また、備品（機材、大型遊具、書籍、印刷物など）を一定のルー

ルの下にお預かりするなどの、利用時の負担軽減により活発な活動を支援します。スペース等は

団体ごとの公平性を確保し、納得感のある調整を行います。 

 

【団体間の連携促進】 

団体が互いに協力連携を図れるような関係性づくりを支援します。また、合同で参加できるイ

ベントの開催や交流会等に積極的に取組みます。 
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ウ ボランティア登録、育成及びコーディネートについて 

ボランティア登録、育成及びコーディネートについて具体的に記載してください。 

【基本的な考え方】 

ボランティアの語源は、ラテン語の「voluntas（意志）」だそうです。地域の方々が自発的な

意志で人や社会に貢献する意義を踏まえつつ、ボランティア希望者のコーディネートを行うだけ

ではなく、ボランティア発掘や育成にも積極的に取り組みます。 

また横浜市の地域福祉保健計画では、地域で顔の見える関係や地域が支え合って行く関係か

ら、最終的には地域のネットワーク化を目指しています。この担い手は多くのボランティアを輩

出することで確保されると考えます。従って、ボランティアのコーディネート、発掘、育成は地

域福祉保健計画が求める重要な活動と捉えています。地域ケアプラザのボランティア育成及びコ

ーディネートは、ボランティア活動や地域の担い手につながる人づくりをすすめ、身近な地域で

の助け合い活動が推進されることを目標とします。 

 

【ボランティア育成のための取り組み】 

適切なボランティア研修の情報発信に取り組み、地域住民の参加を促します。地域ケアプラザ

の自主事業からもボランティアの発掘に取り組みます。また、今後は一人暮らしの男性の増加が

見込まれるので、中高年の男性ボランティアの活躍が期待されます。男性を対象とした自主事業

などを通じて、男性ボランティアの募集と育成に努めます。 

 

【子育て支援事業や保育ボランティアの育成】 

親子が孤立せず協力し合う子育ての場として、地域に根ざした子育てサロンの必要性がますま

す高まっています。中村地区社会福祉協議会との共催事業として、平成 20年より子育て広場「ぽ

っかぽかランド」、平成 25年より「へいらくひよこ」を実施しております。主任児童委員、民生

委員、地域ボランティアによる見守りの中、今後も継続して子育て、保育ボランティアの募集と

育成に努めます。 

 

【障がい児・者ボランティアの育成】 

障がい児・者の余暇支援事業「みんなで遊ぼう音楽遊び」を地域ボランティアの協力で実施

し、障がい児・者を支える環境づくりに取り組んでいます。保護者のレスパイト、地域住民ボ

ランティアの育成の場としても展開しており、障がい児・者、ボランティア双方の感受性を養

い、自ら行動する力を育成します。 

 

【次代を担うボランティアの育成】 

地域の小中学生による地域のためのボランティア活動が活発に行われています。次世代ボラン

ティアの育成及び発掘は、地域においてとても重要です。学校での福祉体験授業に参画し、小学

校からのボランティア体験や施設見学を積極的に受け入れています。「七夕フェスタ」「クリスマ

スフェスタ」等、地域のイベントへボランティアとして参加することで、継続的な活動のきっか

けとなるケースもあります。今後も小中学校と連携し、地域と子ども達をつなげる取組みを進め
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ます。 

 

【ボランティア活動希望者のコーディネート】 

ボランティア活動を希望する人のボランティア登録を促し、活動希望者と手助けを求める人や

会員募集をする団体とのコーディネートを行います。貸室利用団体へも地域福祉保健活動やボラ

ンティアの参加を呼びかけます。並行して障がい児・者、高齢者、子育て支援への理解を深めら

れる事業を実施し、これらに協力してくださる方の募集、育成に努めます。 

 

【よこはまシニアボランティアポイント】 

講師認定を受けた地域ケアプラザ職員による、よこは

まシニアボランティアポイント登録研修会を開催し、元

気な高齢者が地域の介護施設等でボランティア活動を行

う事により、本人の健康維持と介護予防、社会参加・地域

貢献を通じた「生きがい作り」を促進します。ボランティ

ア先の介護施設等と地域とのつながりを深めることにも

取り組みます。 

 

エ 福祉保健活動等に関する情報収集及び情報提供について 

地域における福祉保健活動団体や人材等の情報収集及び情報提供について具体的に記載してく

ださい。 

【情報収集】 

地域住民のニーズを把握し、地域内の社会資源を把握することにより関係者のネットワークづ

くりやマッチングが可能となります。さらに、今後どのようなサービス開発が必要なのかも同時

に把握できます。以下に具体策を提示します。 

 

１.社会資源の把握 

地域のボランティア活動団体や企業のボランティア活動の取組

み等に関して、広く情報収集を行います。把握できた活動団体とは

相互の情報交換を行い、各活動の特性を理解し協力・連携を図りま

す。個人から団体及び企業に至るすべての活動団体に対して地域の

福祉保健活動等の活性化と円滑な運営の為の支援を行い、地域貢献

を進めると共に施設利用にも反映させます。 

 

⑴ 行政機関 

横浜市や区保健福祉センター（福祉保健課、高齢・障害支援課、こども家庭支援課、生活支援

課など）や保健所、消防署等との連携を定期的に行うことにより正確で有益な情報が数多く入手

できます。 

 

よこはまシニアボランティア 

ポイントカード 
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⑵ 保健・福祉・医療の各団体 

圏域内には行政機関以外にも健康増進や介護予防を目的とした活動を行っている機関や団体

があります。こうした団体の活動内容を把握し連携を図ります。 

毎月の民生委員児童委員協議会の定例会にはケアプラザ職員が参加し、日頃から密接に連携す

ることで地域の取組みについて把握していきます。また、医療との連携は地域包括ケアの推進に

おいて重要な課題の一つとなっています。医師会・歯科医師会・薬剤師会・ケアマネジャー・行

政・地域包括支援センターが連携して地域課題を共有します。 

 

⑶ 自治会・町内会 

自治会町内会等で健康増進活動や福祉活動に取り組んでいる場合もあります。こうした組織の

活動内容は主に、１．見守り・声かけ活動 ２．生活支援等の助け合い活動 ３．体力づくり活動

などがあります。これらの活動と連携していくだけでなく、活性化に向けた支援を行っていきま

す。 

 

⑷ ボランティアグループ・ＮＰＯ法人 

ボランティア団体やＮＰО法人の活動内容は多岐に渡りますが、中村地区には地域住民によっ

て構成されたボランティア団体「中村地区ボランティア ちょこっとお助け隊」があり、高齢者

宅の草むしりを中心に活動を展開しており、年間約 50件の草むしり活動を行っています。また、

ＮＰＯ法人おもいやりカンパニーによるサービスＢの活動も展開されており、当地域ケアプラザ

が後方支援を行っています。特に高齢者の孤立防止や生活支援に関する活動を把握していきま

す。活動団体には高齢者を支援する社会資源として活用するだけでなく、高齢者自身の社会参加

や社会的役割を果たす機会としての側面もあるものと考えます。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑸ ボランティアセンター 社会福祉協議会 

社会福祉協議会は、全国、都道府県、市区町村の段階でそれぞれボランティアセンター等を設

置しています。上記のボランティアグループやＮＰＯ法人等と連携して行くにあたっては、地域

内のとりまとめとして状況を把握しているボランティアセンターとの連携も必要となります。地

域内の様々な組織やキーパーソンの紹介、共同で人材養成等を行うことも進めます。 

 

中村地区ボランティア「ちょこっとお助

け隊」メンバーによる活動 

サービス B 団体とケアマネジャー

との情報、意見交換会 
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２．生活支援サービスに対するニーズの把握  

既存の統計データや調査結果を把握し、地域住民との活動を通して把握したニーズや気づきを

集約していくことによって、その地域で生活する地域住民の生活ニーズの状況を捉えていきま

す。現状のサービスや活動では対応が難しい問題も、今後の対応を考えていくうえで非常に重要

な点が含まれている為、しっかりと把握していきます。また、地域で活動する専門職からも貴重

な情報が得られます。 

 

⑴ 個別事例の情報収集と分析 

既に様々な専門職が生活支援に関わっている場合も多いので、具体的なニ

ーズや生活状況を把握するため、介護保険事業者や他の地域包括支援センタ

ー等から個別事例を収集し、生活ニーズと支援方法を分析することができま

す。また、個別事例を通して、地域内で高齢者の生活支援に活用できる社会

資源を把握することにつなげます。 

 

⑵ 行政資料の活用 

地域住民の状況は、行政の保険年金課や介護保険課等がデータをとりまとめており、介護保険

事業計画では過去からの推移や将来推計も掲載されています。また、行政計画を策定する過程に

おいては、地域住民の様々な生活ニーズの調査を行政が行い報告書にまとめられている場合もあ

るので、こうした既存の行政資料を活用します。 

 

⑶ 個別訪問・地域住民懇親会 

個別訪問や地域住民懇親会等で直接の声として具体的な生活ニーズを把握します。個別訪問は

心身の状態や生活状況、周辺の環境を把握することもできます。安否確認やコミュニケーション

の機会としての訪問を活用し、対象者との関係性を構築します。 

 

【情報提供】 

１．館内での情報掲示 

個別の情報提供の他にも地域ケアプラザ貸館利用登録

団体の活動状況や福祉保健に関する様々な事業に関する

情報は地域ケアプラザ館内でも積極的に掲示し、自身で比

較検討や選択ができる体制も整えます。また、広報誌やホ

ームページ、個別チラシ等での周知活動も活発に実施しま

す。 

2．地域・近隣施設への情報提供 

地区自治連合会、地区社会福祉協議会、民生委員児童委員協議会、老人クラブ連合会等の

会合に毎回参加して情報の共有を実施しています。また、地域の夏祭りや新年会といったイ

ベントや防災訓練、小中学校の行事等へ積極的に出席するなど、様々な場面でニーズを把握

し情報を提供します。 

館内での情報掲示 
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3．ケアプラザ広報誌 

毎月、ケアプラザ広報誌を発行し、地域への回覧や町内の掲示板への掲示、医療機関や商

店街等へのチラシ類配架依頼を通じてＰＲ活動を実施します。また、法人ホームページでも

広報誌等の内容を紹介し、インターネットからも簡単に情報が得られる環境を作ります。 

 

 

(3) 生活支援体制整備事業 

ア 高齢者の生活上のニーズ把握・分析について 

担当地域における高齢者の生活上のニーズを把握・分析する方法について、具体的に記載してく

ださい。 

 生活支援体制整備事業は、高齢者が住み慣れた地域で自分らしく日常生活を営むことができる

よう、多様な主体が連携協力し、高齢者の生活支援や介護予防、社会参加の充実した地域づくり

を目指します。中村地域ケアプラザは、中村地区で活動をしているＮＰＯ法人おもいやりカンパ

ニーによる横浜市の介護予防・生活支援サービス補助事業における「通所型支援」「訪問型支援」

の後方支援を行っており、地域ケアプラザ担当圏域全体について高齢者の生活上におけるニーズ

の把握と課題を抽出した上で地域住民に働きかけを行い、住民主体サービスの基礎を構築してい

ます。 

【ニーズの把握】 

１．基本的な情報収集 

横浜市や区役所から提供される人口構成や高齢化率等の一般的なデータから、各種統計資

料や報告書等のデータを組み合わせ、データから読み取れる地区の特徴や傾向を把握しま

す。 

２．地域包括支援センター、居宅介護支援事業所からの情報収集 

地域包括支援センターや地域にて活動する居宅介護支援事業所で把握している情報を収

集し地域としての課題分析に役立てます。特に、介護保険制度ではカバーされないニーズな

どの情報が把握できると考えています。 

３．関係機関からの情報収集 

各自治会町内会や民生委員児童委員協議会、地区社会福祉協議会からもたくさんの情報を

得ることが出来ます。そのような地域課題を解決する為に、既存の住民活動を結びつけるこ

とを想定した連絡調整も行ないます。 

 

【ニーズの分析】 

上記手段で収集した情報に加え、各部門で得た情報を当地域ケアプラザ内の所内会議等を通じ

て情報を共有します。その中でニーズの内容や傾向などの分析を行い、自治連合会や地区社会福

祉協議会などの地域組織と協働して、課題解決に向けた検討を進めます。地域特性を考慮し、地

域の方々と協働して協議体を設置することで、区役所や区社会福祉協議会も含めて多角的に分析

することを心がけます。 
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イ 多様な主体による活動・サービス及び社会資源の把握・分析について 

  民間企業やＮＰＯ法人等、多様な主体による社会資源を把握・分析する方法について、具体的な

取組を記載してください。 

地域活動や地域の会議、会合等に積極的に参加することで、地域

住民や組織などの社会資源を把握します。地域住民と顔の見える関

係性が強まることで社会資源の把握にとどまらず、活動の利点や課

題、ニーズも把握することができるので、情報を整理して分析するこ

とにつながります。 

圏域内の小中学校へは、認知症サポーター養成講座の開催や併設

するデイサービスの見学会やご利用者との交流機会を設ける福祉教

育への協力などを通し、関係性を深めます。その中でボランティア活

動への考え方や地域との関わり方についての方針等を把握していき

ます。 

また、主任ケアマネージャーと連携して、担当エリア内で活動す

るＮＰＯ法人おもいやりカンパニーとケアマネージャーとの情報交

換会を行っています。生活支援コーディネーターからも生活支援体

制整備事業を地域のケアマネジャーへ周知する機会となります。ケアマネジャーとインフォーマ

ル活動団体とのつなぎ役として地域ケアプラザが関わることで、介護保険ではカバーできない部

分を住民ボランティアが支援することで両輪がうまく稼働できるようにしていきます。また、地

域ケア会議や協議体等を活用して活動団体への理解を深め、さらに団体同士が連携できる環境作

りも進めていきます。このような活動をきっかけに、情報は横浜市のインフォーマルサービス情

報データベース（Ａｙａｍｕ）に集約することで、地域ケアプラザ全体で社会資源の把握や分析

が進み、また社会資源を活かした活動へつなげていきます。 

 

 

ウ 目指すべき地域像の共有と実現に向けた取組（協議体）について 

目指すべき地域像を地域住民等と共有し、地域の活動・サービスを創出・継続・発展させるため

の取組（協議体）について、具体的に記載してください。 

自治会町内会や地域の方々に呼びかける形で、もしくは自発的な形で、地域課題の抽出、地域

課題解決に向けた取組みを協議する場として協議体を設置します。 

中村地区では住民の高齢化が一段と進行し、独居高齢者も増加しています。それに伴い、地域

住民同士の見守り合いを始めとして、支え合いの必要性がますます高まっています。そのような

背景から、地域住民が気軽に集まれる居場所作りや相談しやすい環境づくりについて協議する協

議体「カメヤ大作戦」が令和２年に発足しました。 

協議体メンバーである地域住民とケアプラザで話し合いを行い、地域の方から長く愛された喫

茶店の空き店舗をお借りして、地域住民の居場所に繋げる活動が始まりました。コロナ禍におい

て、住民同士の交流が難しい時期においては、中村地区の今昔写真展等を開催し、コロナ禍でも

安全に配慮をして事業を開催しました。住民同士の交流はもちろんのこと、写真展のテーマを地

NPO法人と 

ケアマネジャーの 

情報交換会 
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域に根付いたものにしたことで、懐かしさや地域愛を思い返す場にもなりました。また、写真展

と同時開催をした音楽コンサートでは、子どもたちや若い世代の方も多数参加し、幅広い世代に

向けて地域の魅力を発信する機会にもなりました。 

このように、「住民が必要とする活動」を基盤として、その必要性に応じて組織の発展に働き

かける事で、徐々に組織運営のノウハウや実績を積み上げる、という手法を考えております。 

協議の場を設置して、参加する地域住民が自由に意見を出し合い課題を共有して解決に向けた

検討をすすめていきます。ニーズを素早く把握し、専門職・地域の方々と一緒に、課題解決に向

けスムーズな進行ができると考えます。 

 

 

 

エ 高齢者の生活ニーズと社会資源のマッチングの支援の取組 

  高齢者の生活上のニーズと多様な主体による社会資源のマッチングの支援について、具体的に

記載してください。 

【生活ニーズと社会資源のマッチング支援】 

高齢者が住み慣れた地域で、自分らしく暮らしていけるよう

高齢者の生活支援に活用できる社会資源を整理・共有し、ニーズ

とのマッチングが地域ケアプラザの重要な取組みになります。 

例えば、独居高齢者の外出機会の減少という課題に対して、圏

域内の障がい者地域作業所と連携し、ケアプラザでパン出張販

売会を毎月開催しています。圏域内にはスーパーがないため、徒

歩圏内で焼き立てのパンの購入、食事ができる出張販売会は外

出機会の創出・買い物支援の一つになっています。また、令和６

年度からは出張販売会と認知症カフェ（オレンジカフェ）と同時開催することで、パンの購入だ

けではなく、コーヒーとパンを楽しみながら地域住民同士の交流の場にもなっています。 

認知症カフェの活動には、地域住民がコーヒーボランティア、傾聴ボランティアとして活動す

る場にもなっています。このように、地域の活動・サービスを創出するきっかけをつくり、地域

主体で継続・発展できるよう、一体的に取り組みます。 

 

 

 

 

中村今昔写真展 コンサート 歌声喫茶 

パン出張販売会 
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(4) 地域包括支援センター運営事業 

ア 総合相談支援事業について 

    地域性を踏まえた上で、地域包括支援センターの基本機能である総合相談支援事業をどのよう

に展開していくか、具体的に記載してください。 

中村地域ケアプラザの担当地域は、中村地区連合町内会、中村地区社会福祉協議会をはじめ

民生委員児童委員協議会など、地域の諸団体が自主的かつ活発に活動を展開している地域で

す。また、地域の行事や様々な会合を通じて情報共有や協働が図られています。総合相談支援

では、これらの地域ネットワークと連携を重視して業務を遂行します。 

 

【地域包括支援センターの啓発活動】 

1. 中村地区連合町内会、中村地区社会福祉協議会、民生委員児童委員協議会等のご了解のも

と、毎月各会の定例会に地域ケアプラザ職員が出席し、地域包括支援センターの活動内容

等の説明を行っています。今後も継続して会合に出席して、各会の役員、委員の皆様に地

域包括支援センターの業務内容を適切にご理解頂けるよう努めます。 

 

2. 中村地域ケアプラザ広報誌「和み」を毎月発行し、地域ケアプラザ及び地域包括支援セン

ターの事業等の広報活動を継続します。中村地区連合町内会のご了解を得たうえで、町内

会の回覧文書及び掲示板への掲示をして頂きます。 

 

3. 必要に応じて、その他の地域関係団体の定例会等にも地域ケアプラザ職員が出席するとと

もに、団体のご了解を得た上で委員の方からのニーズの把握に努めます。 

 

4. 上記１.～3.で得られた課題については、区、区社会福祉協議会等と連携して解決に努め

ます。特に虐待事例、悪質商法被害事例等については区高齢・障害支援課に加え、警察署

とも連携して解決に努めます。 

 

5. 介護保険の制度理解や介護予防事業の啓発など、地域住民を対象とした講演会や研修会等

を実施します。丘陵地エリアでは出張講座を積極的に開催します。 

 

6. 地域ケアプラザへの来所相談については、相談室で対応しプライバシーへの配慮及び個人

情報保護に努めます。また地域ケアプラザの全職員が地域包括支援センターの業務理解に

努め、地域住民等からの初回相談時に地域包括支援センター職員が不在であっても適切な

対応（的確な情報伝達等）が出来るように努めます。 

 

7. 地域包括支援センター単独では課題解決が困難な事由については、区高齢・障害支援課及

び各専門機関と速やかに情報共有し役割分担を明確化したうえで課題の解決に努めます。 
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【ＩＣＴを活用した相談支援】 

 介護保険サービスの相談に遠方の家族がオンラインで参加したり、オン

ライン上で資料や記入方法を示しながらの相談対応など、相談対応の充実

を図るためにＩＣＴ環境の整備が進んでいます。自宅からの相談など相談

者の利便性向上を図り、より効率的できめ細やかな対応が出来る相談支援

体制を確立していきます。 

 

 

イ 認知症支援事業について 

地域性を踏まえた上で、地域包括支援センターの基本機能である認知症支援事業をどのように

展開していくか、具体的に記載してください。 

【早期対応】 

総合相談での認知症のご相談には、医療や介護の各種制度の情報をわかりやすくお伝えし、早

期発見、早期治療につなげられるように対応します。医療につながっていない方には、医療機関

の情報提供や医療連携室と連携をしながら受診の支援をします。必要に応じて認知症初期集中支

援チームとも連携をしながら支援をします。 

 

【認知症への理解促進】 

認知症になっても安心して住み続けられる街づくりとして、

幅広い世代や職業の方に認知症を正しく理解していただける

よう、認知症サポーター養成講座を開催します。地区センター

や特別養護老人ホーム等、圏域内の関連施設の場所をお借りし

て、地域の身近な会場で開催し、認知症への理解と対応につい

ての知識を深めたり、子どもの頃から認知症に関する正しい知

識を持てるように、小学生や中学生向けの認知症サポーター養

成講座も開催していきます。 

 

【認知症カフェ】 

認知症キャラバン・メイトやチームオレンジのメンバーと協

力して、当ケアプラザの情報ラウンジを活用した認知症カフェ

「中村オレンジカフェ」を定期的に開催します。また、認知症

の当事者や家族が専門家と介護の相談や情報が得られるよう

に努めていきます。 

今後も認知症の当事者が、役割と生きがいを持って参加でき

る取組みや、地域の身近な場所で参加が出来るような取り組み

を進めていきます。 

 

認知症サポーター養成講座 

中村オレンジカフェ 
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【横浜市チームオレンジへの取組み】 

認知症施策推進大綱において、全市町村で認知症本人と家族

のニーズと認知症サポーターを中心とした支援をつなぐ「チー

ムオレンジ」が整備されています。横浜市においても認知症施

策推進計画に位置付けられたチームオレンジのコーディネー

ト機能を当地域ケアプラザでも担うことで、認知症の当事者や

家族が参加しやすい環境づくりや見守りサポート体制づくり

に寄与するため、横浜市チームオレンジに率先して取り組みま

す。 

 

 

ウ 権利擁護事業について 

地域性を踏まえた上で、地域包括支援センターの基本機能である権利擁護事業をどのように展

開していくか、具体的に記載してください。 

 住み慣れた地域で尊厳ある生活を維持し続けていきたいというのは人々共通の願いです。一方

で、高齢者が生活に困難を抱えた場合、地域住民及び民生委員等による支援や介護保険サービス

の導入のみでは尊厳のある生活の維持が困難な場合もあります。そのような場合にも支援が十分

に届くように活動を展開していきます。 

【高齢者虐待防止】 

高齢者に対する虐待は、高齢者の増加とともに社会問題として広く取り上げられております

が、虐待が家族などの介護者によって行われる場合や虐待として認識されにくい等の課題により

顕在化しにくいことも事実です。民生委員との定期的な連絡会を開催し、情報共有を密にして、

虐待に関する相談及び対応を進め虐待の実態を的確にキャッチし迅速に対処できるように努め

ます。高齢者虐待の早期発見・未然防止に努められるよう、高齢者虐待を発見しやすい立場にあ

る介護事業所と常に連携を図ることも重要と考えます。虐待が疑われる際には、迅速に区と情報

を共有しながら対応していきます。また、高齢者虐待防止へ向けて、養護者自身の心身の健康管

理が図れ、サービス利用や相談機関につながるように情報の発信に努めます。 

虐待の発生又はその再発を防止するための対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結果

を担当職員に対して周知徹底を図ります。また、法人で定めた虐待防止のための指針に基づき、

虐待防止のための研修を定期的に実施していきます。 

 

【成年後見制度の啓発】 

独居高齢者や親族との関係性が希薄な高齢者が認知症を発症するケースなどの増加も予想さ

れます。地域包括支援センターでは、成年後見制度の的確な活用や地域住民を対象とした啓発活

動を実施していきます。認知症などで意思決定に不安がある方に、専門職団体や関係機関と連携

をしながら成年後見制度の利用に繋げていきます。地域の方への成年後見制度の普及・啓発のた

め、エンディングノート講座を開催し、意思決定支援について考えていただける機会の創出に努

めます。 

認知症をテーマとした 

映画上映会 



- 42 - 

【消費者被害防止】 

高齢者の消費者被害の防止として、警察署と連携し講師を招いて講演会等を定期的に実施して

いきます。高齢者の消費者被害防止の推進のため、警察署からの最新の消費者被害の現状を掲示

するとともに、講座やイベントの際に発信することで多くの方に情報が伝わるように努めていき

ます。警察署や消費生活推進員と共催し、詐欺被害の講座を行い啓発活動に取り組みます。認知

機能や判断能力の低下した方の消費者被害を未然に防止できるように、民生委員児童委員協議会

との連携も重要となります。 

 

 

エ 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業等 

地域性を踏まえた上で、地域包括支援センターの基本機能である包括的・継続的ケアマネジメン

ト支援事業等をどのように展開していくか、具体的に記載してください。 

■包括的・継続的ケアマネジメント支援業務 

高齢者が住み慣れた地域や自宅で生活を送り続けるために、介護や医療だけではなく住まい

や生活に関することなどあらゆる要素を総合的（包括的）に、かつ継続的に支援する事は、包

括支援センターの中心的な部分です。また、住み慣れた地域や自宅で暮らし続けることができ

るよう、地域包括ケアシステムの推進には様々な業種の方々との連携が必須です。 

ケアマネジャーと地域の関係機関等との連携、在宅と病院・施設との連携など、多職種相互

の協働等により連携します。また、地域のケアマネジャーが個々の高齢者の状態や変化に応じ

た包括的・継続的ケアマネジメントを実践できるよう、定期的に事業所を訪問することで地域

における連携・協働の体制づくりや、個々のケアマネジャーに対する支援等を行います。また

地域のケアマネジャーが様々な事業所や団体との連携強化が図れるような研修を開催するこ

とで、民間企業の宅配サービスや配食サービス、介護予防のための地域の体操教室、生きがい

づくりを目的とした地域サークル活動などの情報を紹介し、関係者につないでいきます。 

 

【地域における連携・協働の体制づくり】 

個別、包括レベル地域ケア会議を活用し、地域で得られた情報を必要に応じて地域課題とし

て検討することも想定し、常に課題発見に向けて努力します。 

また、民生委員とケアマネジャーとの交流会での事例検討会にて、顔の見える関係性を構築

するとともに、双方が持つノウハウや知識について一定の基準を満たす事ができるよう努めま

す。 

 

【ケアマネジャーへの支援】 

ケアマネジャーは介護保険制度や、その他関連法令に則り、利用者や家族の相談援助や支援

計画作成、サービス調整を行う職種ですが、社会がケアマネジャーに求める能力は年々高まっ

ています。要因としては、一人暮らしの高齢者の方が増え、さらに医療保険制度改正により在

院日数も短くなり、重い症状を抱えながら自宅で生活される方が多くなっているためです。 

ケアマネジャーには介護保険制度や相談援助技術はもちろんの事、それに密接に関係する医
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療的知識に加え、障がい者サービスについては障害者総合支援法、生活保護制度、横浜市独自

事業、日常生活全般に関与してくる民法など、知らなければならない知識・技術は限りなく存

在します。 

当地域ケアプラザは地域のケアマネジャーが必要な知識と技術が獲得できるよう研修会を

定期的に開催します。更に、支援が難しい方の相談や法解釈問題などに対応し、ケアマネジャ

ーが一人で困り果てる事が無いようにしていきます。 

 

■在宅医療・介護連携推進事業 

医療機関との顔の見える関係性の構築のため、広報誌等を持参し、毎月担当圏域の医療機関

（病院、診療所等）を訪問します。具体的には協力医である碧水脳神経クリニックや地域で訪

問診療を行っている睦町クリニックと連携して対象者の支援を行います。また、近隣居宅介護

支援事業所等へも同様に訪問して、ケアマネジャーのニーズを把握し、その課題解決のための

支援に努めていきます。 

医療機関や居宅介護支援事業所といかに緊密な関係性が構築されていても、対象者の急変、

虐待避難等の理由により支援困難な事例が発生する場合があります。その際は対象者の心身の

安全を最優先事項とし、介護保険サービス事業所や医療機関等の関係機関と協働して速やかに

対応いたします。 

 

【各事業所等とのネットワーク構築】 

日頃の個別ケースを通じた医療・介護連携の事例の積み重ねを支援者が活かせるよう、ケア

マネジャー事業所連絡会やケアマネジャー連絡会等での事例検討を通じて共有を図っていま

す。今後、自宅で最期を迎えられる方々は増え、在宅看取りを支えるためのニーズが増加する

と考えられます。在宅看取りの場合、訪問診療医、訪問看護師、薬剤師、医療機器メーカー、

訪問介護、福祉用具貸与などの医療・介護事業者だけでなく、ご逝去後の段取りについて支援

してくれる葬儀社や相続関係を取り仕切る司法書士などの法律職、残された家族を支える家族

会など非常に多様な職種や立場の方が関わります。これらの方々が一つのチームとして円滑に

ご本人やご家族を支援できるよう、顔の見える関係性に代表されるネットワークづくりに努め

ます。 

 

 

オ 地域ケア会議について 

地域包括ケアシステムの実現のために、地域ケア会議を活用してどのように取り組んでいくか、

具体的に記載してください。 

地域ケア会議は、高齢になっても住み慣れた地域でその人らしい生活が継続できる地域包括

ケアシステムの実現に向けた手法で 以下の⑴⑵を同時に考えていく事を目的にしています。 

⑴ 高齢者個人に対する支援の充実 

⑵ 高齢者を支える社会基盤の整備（地域づくり） 
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【地域ケア会議の目的】 

これまで、高齢者の個別課題に対して問題解決のために開かれる会議はケアマネジャーが介

護保険事業の一環として実施する「サービス担当者会議」が主でしたが サービス担当者会議は

サービス調整・問題共有までで完結する場合が多く、保健・医療職やインフォーマルサービス、

住民組織等の協力者の参加が少ない傾向にあり、多職種の意見が確認出来ない現実がありまし

た。 

そこで、地域の支援者を含めた多職種による専門的視点を交え、意見収集・内容の把握と推進

をするのが「地域ケア会議」の目的です。 

⑴ 適切なサービスにつながっていない高齢者の支援 

⑵ 地域で活動する介護支援専門員の自立支援に資するケアマネジメントの支援 

⑶ 個別ケースの課題分析等を通じた地域課題の発見、地域に必要な資源開発 

⑷ 介護保険事業計画への反映などの政策形成につなげる 

 

具体的には、地域ケア会議で個別事例を取り上げ、今までケアマネジャーや介護保険のサービ

ス提供事業所だけで解決方法を考えていた課題について、地域包括支援センターの３職種（保健

師、主任ケアマネジャー、社会福祉士）はもちろんのこと、地域ケアプラザ所長、地域活動交流

コーディネーター、生活支援コーディネーターや医療・介護関係者、その他の専門職、地域住民

（民生委員、老人会など）が一緒になって個別課題解決の話し合いを行います。その結果、新た

な視点での解決方法が見つかる場合もあります。仮に解決策が見つからない場合でも、地域住民

の有志が新たに集まる機会を提供でき、さらにその集まりを端緒にして全く新しい連携関係が地

域に作られる事も期待できます。そのような連携関係が自然発生的に作り上げられる事により、

地域において新たに問題が発生する事そのものを予防する会議としても機能できるよう体制構

築を進めていきます。 

さらに、地域ケア会議を積み重ねる事で地域課題が明確になり、課題を正確に把握できれば困

難な個別ケースの早期解決につながり、問題の長期化を予防する事にもなります。地域でのその

人らしい生活の継続の実現に向けて、当地域ケアプラザでは定期的に開催する地域ケア会議から

得た地域の課題・ニーズを集約し、自主事業やボランティア活動につなげます。 

当地域ケアプラザは、以下のような規定に則って地域ケア会議を開催、運営します。 

 

【参加しやすい地域ケア会議】 

地域ケア会議を効率的で有意義な内容にするために、ご参加いただく民生委員や地域自治会

町内会の方々に対し、その目的やお話しをしていただきたい方向性等を事前に伝える等、円滑に

会議を進行していくための準備を徹底いたします。限られた時間内で方向性を損なわずに会議

を進めていく、中心となるファシリテーター（進行役）の技術向上も必須です。 

 

【医療と介護、地域住民との融合】 

地域が持つ資源や能力を最大限に活用すべく、地区民生委員児童委員協議会や自治連合会等

からの意見はもとより、多種多様な医療・介護専門職、医師の参加を促し、それぞれの専門職が
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客観的な意見を出しながら検討する会議体を目指します。 

 

【結論のある地域ケア会議】 

個別ケースの検討を多職種で行う個人レベルを始点として、包括、区、市のレベルでの地域ケ

ア会議という重層的に構成されるべきという横浜市の施策に則り、より広域なレベルでの検討

を行い、その成果を地域にフィードバックし、資源開発や政策形成を目指します。５Ｗ１Ｈを踏

まえての役割分担と、支援の方向性や今後のリスクに関する対策の決定を明確にします。 

さらに、現状の地域における社会資源の限界点についても議論し、新たな支援の枠組みや行政

への提案等も含めて上位の地域ケア会議での議論へつなげられるように努めます。 

 

 

カ 指定介護予防支援事業・第１号介護予防支援事業（介護予防ケアマネジメント）について 

事業実施に係る人員の確保・育成、業務委託先である指定居宅介護支援事業者の選定方法及び具

体的な支援内容の計画について記載してください。 

 地域包括支援センターが行うケアマネジメントとともに、近隣の居宅介護支援事業所（ケアプ

ラザ内の事業所を含む）への委託、さらには必要に応じ予防プランナーの採用等、適切な人員を

確保し体制を整えてまいります。専門職人材は「３ 職員の確保・育成」で述べた通り、法人内

の異動及び新規採用によって確保します。委託先の選定には「ハートページ」等の情報を活用し、

ご利用者とご家族に必要な情報を提供し、十分な情報の中から適切な選択ができるようにしま

す。 

 

【事業実施にかかる人員の確保】 

当法人に所属する有資格者（令和 6年 12月在籍者：ケアマネジャー407人、看護師（正・准）

379人、社会福祉士 107人）から、適任な人材を選抜し地域ケアプラザに配置します。 

 

【人員の育成計画】 

 当法人には職員の定着とＥＳ向上を目的とした教育部門があり、職員の自己研鑽を支援し、業

務上必要な知識・技術を習得してもらうための教育を実施しています。 

 

【業務委託についての選定方法】 

介護予防ケアマネジメントは、地域包括支援センターが包括的支援事業全体の円滑な実施を考

えた上で、業務を指定居宅介護支援事業所に委託し、相互に協働しながらの支援が可能です。委

託先選定に関しては利用者のご意向を踏まえ、様々なケースへの対応力の有無、担当ケアマネジ

ャー不在時における相談連絡体制など、総合的に勘案して利用者にご提案します。 

 

【具体的な支援計画】 

要介護状態等となることを予防するため、その心身の状況や、置かれている環境その他の状況

に応じて、対象者自らの選択に基づき、介護予防支援事業その他の適切な事業が包括的に効率的
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に実施されるよう必要な支援を行います。対象の高齢者がどのような生活をしたいかという具体

的な日常生活上の目標を明確にし、その目標を対象者、ご家族、事業実施担当者で共有するとと

もに、対象の高齢者自身の意欲を引き出し、自主的に取組を行えるように支援します。 

 

１． 課題分析(アセスメント)…日常生活の状況、生活機能低下の原因や背景などの課題     

を明らかにします。 

２． 目標の設定…課題分析の結果、個々の対象者にとって最適な目標を設定します。 

３． モニタリングの実施…介護予防支援事業が実施される間、地域包括支援センターが必要に

応じてその実施状況を把握し、当該事業の実施担当者等の調整を行います。 

４． 評価…事業の実施担当者からその事後アセスメント等の結果報告を参考にしつつ、対象者

及びご家族との面接等によって各対象者の心身の状況等を再度把握し、適宜、介護予防ケア

プランの見直し等を行います。 

 

 

キ 一般介護予防事業（介護予防普及強化業務）について 

市や区の方針に沿って、介護予防に関する普及啓発や地域活動支援等の介護予防事業をどのよ

うに展開していくか具体的に記載してください。 

 

介護保険における要支援認定理由の上位を占めるのはロコモティブシンドローム（運動器の

障害により要介護の危険性が高い状態）です。また、要介護認定の理由の１位は認知症、２位は

脳血管疾患、３位は骨折転倒です。 

介護予防普及啓発業務はこのような要因を踏まえ、よこはま地域包括ケア計画で目標とする介

護予防・健康づくりに向け、地域の高齢者が介護予防や健康づくりに取り組むことができるよう、

個々の健康状態や関心に応じて参加できる通いの場が充実した地域づくりを推進します。また、

一人ひとりが生きがいや役割を持って多様な社会参加をすることで、介護予防や健康づくりが推

進できる体制を作れるよう取り組みます。 

 

【普及啓発の流れ】 

中村地区連合町内会や中村地区社会福祉協議会、民生委員児童委員協議会等に出向いて、地域

ごとのニーズ把握と同時に情報発信を進めます。ニーズに則し、情報の伝わりやすい広報誌（及

び説明チラシ）を作成し情報発信します。必要に応じて、職員（所長、地域包括支援センター職

員、地域活動交流コーディネーター、生活支援コーディネーター）が各会合やクラブ等に出向い

て、介護予防事業啓発活動もします。 

 

【介護予防事業について】 

気軽に負担なく継続できる介護予防活動を地域の方へ提案し、自発的な取組みを呼びかけま

す。グループ活動やイベント情報の提供などを通して各種事業への参加を促し、個人が楽しみな

がら取り組めるきっかけづくりをします。 
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また、自主事業の企画、運営を通じてグループで楽しみながら取り組めるプログラムを地域

の方々に提案します。さらに、現在、介護予防に資する活動を行っているグループに対しては

情報提供や出張講座の企画等を通じて効果的な方法を指導するとともに自立化を支援します。 

 

【自治会町内会・遠方エリア等での出張講座】 

地域の方にとって身近な町内会館等で講座を実施する

事で、参加者と顔の見える関係作りができるとともに、日

頃の生活習慣や健康、介護予防について考えるきっかけ作

りが出来ます。地域包括支援センター職員が地域に積極的

に出向き、介護予防の啓発や消費者被害の注意喚起、認知

症の講座、健康講座を実施します。また、防犯や防災につ

いての情報提供等も行っていきます。特に地域ケアプラザ

から遠方のエリアにおいては、ご高齢の方々にとって定期

的に行われる地域ケアプラザでの活動に参加することは負

担がある場合があります。また、立地以外の事情も勘案して、地域に積極的に出向き様々な活動

を行うことは不可欠です。 

 圏域内の関連施設（地区センター、特別養護老人ホーム等）の場所をお借りして、出張講座の

開催回数を増やし、より充実した内容となるよう努め、担当圏域の多くの皆様に介護予防事業へ

の参加が可能となるよう事業を展開します。 

 

【横浜市中村地域ケアプラザの介護予防事業について】 

中村地域ケアプラザにおいては、当法人内の７地域ケアプラザで行っている事業も参考にし

つつ、地域の特性に合わせた当地域ケアプラザ独自の事業として発展させます。 

担い手の世代交代が今後の課題となると予想されます。ケアプラザだけでなく遠隔地区で事

業を実施しながら顔の見える関係づくりを行い、その中で新たな担い手を発掘できるような事

業展開を検討していきます。 

 

 

ク 多職種協働による地域包括支援センターネットワークの構築について 

包括的支援事業を効果的に実施するために、介護サービスに限らず、地域の保健・福祉・医療サ

ービスやボランティア活動、インフォーマルサービス等の社会資源が有機的に連携できるための

ネットワークづくりをどのように行っていくかを記載してください。 

 地域包括ケアシステムが構築され有効に機能するためには、家族や近隣住民と民生委員児童委

員協議会やボランティア等のインフォーマルサービス、行政機関や保健・医療・介護の専門職機

関及び団体等のフォーマルサービスが連携することが不可欠です。課題に応じて必要な支援体制

が構築できるように、目的に応じて自在に変化できるネットワークを強化することが地域包括支

援センターの「総合相談支援事業」「地域ケアプラザの基本的機能」として重要となります。 

 

介護予防 出張講座 
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【地域ケアプラザ専門職の連携】 

 地域包括支援センターは保健師等、社会福祉士、主任ケアマネジャーがその専門知識や技能で

縦割り業務を行うのではなく、所長、地域活動交流コーディネーターや生活支援コーディネータ

ーとも情報の共有や相互の助言を通じて、地域ケアプラザが一体となって地域の包括的なネット

ワークの構築・支援を行います。 

 

【ネットワークづくりの取組み】 

 今後、高齢者人口の増加や在院日数の短縮等により、医療的ニーズの高い在宅療養者や認知症

高齢者の増加が予測されています。地域の在宅等療養者に対し円滑かつ適切にサービスが提供さ

れるよう、地域のネットワークを構築しつつ、個別サービスのコーディネート機能も求められて

います。地域包括ケアを支援するサイト「Ａｙａｍｕ」を活用し、最新のインフォーマルサービ

ス情報の周知に取組み、地域のネットワークづくりを進めます。 

 

【地域ケア会議】 

 地域包括支援ネットワークは地域の実情に応じて構築されるものですが、構築のためのひとつ

の手段として、行政職員、包括支援センター職員、介護サービス事業者、医療機関関係者、民生

委員等から構成される合議体（地域ケア会議）の開催が重要と考えます。 

 介護保険法の規定に、地域包括支援センターと関係者との連携努力義務が新設された背景に

は、次に述べる機能を効果的に遂行することをねらいとしたものであり、地域ケア会議について

はこうした機能を地域において実現していくことが求められます。 

 

個別ケースの支援内容の検討を通じた 

１．高齢者の実態把握や課題解決のための地域包括支援ネットワークの構築 

２．法の理念に基づいた高齢者の自立支援に資するケアマネジメントの支援 

３．個別ケースの課題分析等を行うことによる地域課題の把握 

 

 

(5) 居宅介護支援事業 

公の施設における事業提供であることを踏まえ、居宅介護支援事業について、指定介護予防支援事

業者との連携体制も踏まえて記載してください。 

【公の施設における事業提供】 

地域ケアプラザは公の施設であり、「住み慣れた町で健やかで安心して暮らし続ける」ための

地域福祉保健活動の拠点です。地域ケアプラザには多くの地域資源情報が集約されており、同じ

場所で活動できることは居宅介護支援事業にとっても非常に大きな強みです。日常的な連携はも

ちろんのこと、地域ケアプラザ運営事業等の連携を効率的に活用することで、さらなる強みを発

揮していきます。また、課題が解決すれば終了するのではなく、その方の人生に寄り添った支援

を続けていけるよう心掛けていきます。 
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【新規依頼の迅速な対応】 

地域包括支援センターへ相談に来られる方の多くは、介護に対する様々な不安を持っておりま

す。ご本人・ご家族からの要望があれば、すぐにその場で担当ケアマネジャーとして活動をさせ

ていただき、不安な気持ちの傾聴や今後の進め方などを丁寧にお伝えしていきます。 

 

【多職種連携の実践】 

南区医師会や地域ケアプラザ協力医、各主治医との相談・連携を行うことで、医療と介護両面

からのケアを充実させていきます。また地域ケア会議などを通じて行政や民生委員児童委員協

議会等との連携を図りながら、ケアマネジャーやサービス事業所視点だけで考えるのではなく

地域全体で支援していく視点を常に意識していきます。 

 

【受託ケースの定期的な共有】 

地域包括支援センターから受託したケースの支援経過報告や意見交換を行い、日頃から個々

で行っている報告相談以外にも定期的な会議体を設けることで、包括支援センター職員と居宅介

護事業所職員全員がより細かくケースを共有し、さらに多くの支援策を引き出して多角的な方向

からの支援を行っていきます。 

 

 

【地域ケアプラザ運営事業の活用】 

地域ケアプラザ全体の運営事業を活用することで、画一化した支援に偏ることなく一人ひと

りに寄り添った支援をします。事業を利用したご本人やご家族からの相談がきっかけとなり支

援が始まるケースなど、地域ケアプラザの一体的な体制からの連携を活かしていきたいと考え

ます。また、日常的な介護で疲弊しているご家族に、地域ケアプラザで行われているサークル活

動を紹介するなど、今後もより多くの場面で運営事業との連携を図っていきます。 

 

 

６ 収支計画及び指定管理料 

(1) 指定管理料の額及び施設の課題等に応じた費用配分について 

収支計画、利用者サービスのための経費に対する考え方について、施設の特性を踏まえて記載して

ください。 

 サービスのための経費・修繕費など全体にかかる費用については、定められた負担比率で適性に

按分しています。事業費については、地域住民の要望、貸館利用者からのアンケート等からさまざ

まなニーズに応える事業や地域課題に応じた事業を計画しております。また、各事業計画は変化に

合わせて見直しを行い、適切な状態を維持します。 

 

 

(2) 利用料金の収支の活用及び運営費の効率性について 

利用料金の収支の活用や運営費等を低額に抑える工夫について記載してください。 
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【利用料金の収支の活用】 

 地域活動交流で行っている自主事業については横浜市の利用料金制度に則り、地域ケアプラザで

材料費等を参加費として個人負担にすることができることとなっています。利用者に適正な参加費

をお願いし事業に活用します。また、当初指定管理料及び追加の指定管理料を合わせても、地域活

動交流及び地域包括支援センター事業の事業額が上回る分は当法人が補填します。 

 

【運営費等の抑制策】 

 横浜市からの公的資金が投入された地域ケアプラザの運営は、事業等の執行を能率的、効率的に

行うとともにあらゆる経費を低額に抑えることが必要と考えます。具体的には、以下の取り組みを

行い、一層の経費節減を図ります。 

 

１．物品購入は常時「必要最小限の数量」とし、余分なストック等を抱えないようにします。スト

ックが多くなると節約の意識低下を招き保管場所等のコストも膨らむため、定期的に購入する

消費財（清掃用消耗品、紙類、文具全般）についてはこまめな購入を心がけます。また、信頼

できる事業所から継続的に購入するなどの交渉で単価抑制をします。 

２．空調設備の適正な温度管理と、清掃、照明・電気機器等の省エネ運用によって電気やガス等の

エネルギー消費を抑えます。横浜市の施策に従い照明のＬＥＤ化も進めます。 

３．役務等の契約については、その金額に応じて見積もり合わせや入札を適正に実施し、経費の削

減に努めます。法人総務部では、清掃、機器管理、電気管理等の役務契約については主要な施

設の契約を数社の見積もり合わせ等で検討しており、地域ケアプラザ単独で契約するよりも有

利な条件での契約が可能です。 

４．建築局保全推進課で開催する「公共建築物の保全に関する研修」や水道局サービス推進課で開

催する「水まわり器具のメンテナンスセミナー」等にも積極的に参加し、最新かつ適切な情報

入手に努めるとともに、横浜市節電・省エネ対策基本方針を踏まえ、省エネへの取り組みを確

実に実施します。 
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